
（　
　
　
　

）

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
〇
九

二
五
五
七

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

―
―
沿
革
及
び
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
と
の
比
較
を
踏
ま
え
て
―
―

深
　
　
谷
　
　
　
　
　
格

目
次

　

一　

は
じ
め
に

　

二　

フ
ラ
ン
ス
の
法
状
況
の
概
観

　

三　

立
法
過
程

　

四　

学
説
の
展
開

　

五　

判
例
の
展
開

　

六　

債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ
い
て

　

七　

改
正
法
案
に
お
け
る
相
殺
禁
止
特
約
規
定
に
つ
い
て



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
一
〇

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

二
五
五
八

一　

は
じ
め
に

　

民
法
五
〇
五
条
二
項
は
、
相
殺
の
要
件
を
規
定
し
た
同
条
一
項
を
受
け
て
、﹁
前
項
の
規
定
は
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場

合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。﹂
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
民
法
四
六
六
条
二
項
と
全
く
同
じ

文
言
で
あ
る
。
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
案
に
お
い
て
、
民
法
四
六
六
条
二
項
の
改
正
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
つ

い
て
も
﹁
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
が
相
殺
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
意
思
表
示

は
、
第
三
者
が
こ
れ
を
知
り
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂

と
改
正
す
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
改
正
の
趣
旨
は
、﹁
債
権
譲
渡
制
限
特
約
の
規
定
（
民
法
四
六
六
条
三
項
）
と
平

仄
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
（
部
会
資
料
69
Ａ
・
二
六
頁
）。﹂）

1
（

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
を
債
権
譲
渡
禁
止
特
約

の
効
力
と
同
様
に
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
既
に
宮
川
不
可
止
の
研
究）

2
（

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
宮
川
教
授
が
扱
っ
て
お
ら
れ
な
い
民
法
五
〇
五
条
二
項
の
沿
革
や
判
例
・
学

説
の
よ
り
詳
細
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

民
法
五
〇
五
条
は
、
法
典
調
査
会
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
は
原
案
五
〇
二
条
に
相
当
し
、
起
草
委
員
・
穂
積
陳
重
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
旧

民
法
財
産
編
五
一
九
条
と
五
二
〇
条
を
合
わ
せ
て
修
正
し
た
も
の
で
あ
る）

3
（

。
そ
の
う
ち
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
は
旧
民
法
財
産
編
五
二
〇
条

に
由
来
す
る
。
旧
民
法
財
産
編
五
二
〇
条
は
、﹁
二
箇
ノ
債
務
カ
主
タ
ル
モ
ノ
互
ニ
代
替
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
明
確
ナ
ル
モ
ノ
及
ヒ
要
求
ス

ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
且
法
律
ノ
規
定
又
ハ
当
事
者
ノ
明
示
若
ク
ハ
黙
示
ノ
意
思
ヲ
以
テ
其
相
殺
ヲ
禁
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
当
事
者
ノ
不
知
ニ

テ
モ
法
律
上
ノ
相
殺
ハ
当
然
行
ハ
ル
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。
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二
五
五
九

　

旧
民
法
財
産
編
五
二
〇
条
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
民
法
草
案
第
二
編
人
権
ノ
部
五
四
八
条
一
号
に
由
来
す
る
。
後
者
は
次
の
よ
う
な
規
定

で
あ
る
（
本
稿
に
お
い
て
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
日
本
語
訳
は
私
訳
で
あ
る
）。

　

L
a com

pensation légale n’a pas lieu :

 1 L
orsqu

e l’u
n

e ou
 l’au

tre d
es p

arties a ren
on

cé d
’avan

ce au
 bén

éfice d
e la com

p
en

sation
,ou

 lorsqu
e le bu

t qu
’elle se 

proposait, en devenant créancière, ne serait pas atteint avec la com
pensation.

　
（
相
殺
は
以
下
の
場
合
に
は
生
じ
な
い
。

　

１　

当
事
者
の
一
方
あ
る
い
は
他
方
が
予
め
相
殺
の
利
益
を
放
棄
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
債
権
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
殺
が
目
指
し
て

い
る
目
的
を
、
相
殺
を
も
っ
て
達
成
で
き
な
い
場
合
。））
4
（

　

こ
の
条
文
は
、
当
時
出
版
さ
れ
た
﹃
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿　

再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈　

第
二
編
人
権
ノ
部
﹄
で
は
第
千
四
十
八
条
第

四
号
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
（
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
））

5
（

。

　
﹁
第
千
四
十
八
条　

左
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
法
律
上
ノ
相
殺
成
立
セ
ス

　
　
　

第
四　

双
方
中
ノ
一
方
予
メ
相
殺
ノ
便
益
ヲ
放
棄
セ
シ
ト
キ
又
ハ
債
権
者
ト
為
ル
ニ
際
シ
其
企
図
セ
シ
目
的
相
殺
ノ
為
メ
達
セ
サ
ル
ト
キ
﹂

　

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
釈
を
施
し
て
い
る
。

　
﹁
相
殺
が
債
権
者
と
債
務
者
の
間
の
相
互
関
係
の
清
算
（
決
済
）
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
有
益
で
あ
ろ
う
と
も
、
相
殺
を
公
序
の
も
の
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
当
事
者
は
、
予
め
相
殺
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
既
に
獲
得
さ
れ
た
相
殺
の
利
益
を
放
棄

す
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
え
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
当
化
す
る
こ
と
が
よ
り
困
難
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
こ
の
第
四
の
例
外
に
つ

い
て
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
判
例
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
民
法
典
は
、
こ
の
こ
と
を
正
式
に

明
文
で
規
定
し
て
い
る
（
イ
タ
リ
ア
民
法
一
二
八
九
条
四
号
）。﹂）
6
（
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二
五
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こ
の
箇
所
を
﹃
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿　

再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈　

第
二
編
人
権
ノ
部
﹄
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　
﹁
夫
レ
相
殺
ハ
債
権
者
ト
債
務
者
ノ
互
相
ノ
関
係
ヲ
規
定
ス
ル
カ
為
メ
如
何
ニ
有
益
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
之
ヲ
以
テ
公
益
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

コ
ト
能
ハ
ス
故
ニ
双
方
ノ
者
ハ
予
メ
之
ヲ
放
棄
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
ナ
リ
且
後
ニ
其
既
ニ
獲
得
シ
タ
ル
相
殺
ト
雖
ト
モ
尚
之
ヲ
放
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ

キ
コ
ト
ヲ
述
フ
ヘ
シ
是
較
々
理
解
シ
難
キ
所
ナ
リ
○
仏
蘭
西
法
ハ
此
第
四
類
ノ
例
外
ヲ
記
セ
ス
ト
雖
ト
モ
裁
判
事
例
ニ
テ
ハ
之
ヲ
採
可
セ
リ
○
伊

太
利
法
ハ
明
ニ
之
ヲ
記
載
セ
リ
（
第
千
二
百
八
十
九
条
第
四
項
）﹂）
7
（

　

こ
の
注
釈
に
よ
り
、
相
殺
禁
止
特
約
に
関
す
る
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
と
イ
タ
リ
ア
民
法
を
参
考
に
し
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
参
照
し
た
イ
タ
リ
ア
民
法
は
、
一
八
六
一
年
に
統
一
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
王
国
に
お
い
て
一
八
六
五
年
に
制
定
さ
れ
、
翌

年
か
ら
施
行
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
王
国
民
法
［C

odice civile del regno d’Italia

］
で
あ
る
。
一
八
八
二
年
に
出
版
さ
れ
た
日
本
語
訳
の
イ

タ
リ
ア
王
国
民
法）

8
（

に
よ
れ
ば
、
第
一
巻
は
﹁
人
件
﹂、
第
二
巻
は
﹁
財
産
所
有
権
及
ヒ
所
有
権
ノ
種
類
﹂、
第
三
巻
は
﹁
所
有
権
及
ヒ
其
他
物

件
ニ
関
ス
ル
各
般
ノ
権
理
ヲ
得
有
シ
若
ク
ハ
転
付
ス
ル
ノ
方
法
﹂
と
題
さ
れ
て
い
て
、
第
三
巻
第
四
篇
﹁
責
務
及
ヒ
契
約
通
則
﹂
の
第
四
章

﹁
責
務
消
滅
ノ
方
法
﹂
の
第
四
節
は
﹁
責
務
ノ
償
殺
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
。
一
二
八
九
条
は
こ
の
第
四
節
の
中
の
条
文
で
あ
る
。
そ
の
一
二

八
九
条
の
柱
書
及
び
四
号）

9
（

を
次
に
掲
げ
る
。

　

一
二
八
九
条　

二
個
ノ
逋
額
ノ
其
一
若
ク
ハ
他
ノ
一
ニ
存
ス
ル
事
由
ハ
仮
令
ヒ
何
等
ノ
者
ニ
係
レ
ル
モ
左
項
ニ
列
挙
ス
ル
四
個
ノ
時
会
ヲ
除
ク

ノ
外
ハ
総
テ
相
償
殺
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ

　
　

第
四
項　

負
債
主
カ
予
メ
償
殺
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
拒
却
シ
タ
ル
ノ
時
会

　

現
代
の
用
語
と
異
な
る
が
、﹁
責
務
﹂
は
﹁
債
務
﹂、﹁
償
殺
﹂
は
﹁
相
殺
﹂、﹁
時
会
﹂
は
﹁
場
合
﹂
で
あ
ろ
う
。
現
代
語
に
訳
す
と
、
同

条
は
、﹁
二
個
の
金
額
の
一
つ
若
し
く
は
他
の
一
つ
に
何
ら
か
の
事
由
が
存
し
た
と
し
て
、た
と
い
そ
れ
が
何
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
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八
巻
七
号�

四
一
三

二
五
六
一

次
に
列
挙
す
る
四
つ
の
場
合
を
除
く
ほ
か
は
す
べ
て
互
い
に
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
し
て
、
そ
の
第
四
号
に
﹁
債
務
者
が
予
め
相

殺
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
場
合
﹂
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

一
八
六
五
年
の
イ
タ
リ
ア
民
法
（
イ
タ
リ
ア
王
国
民
法
）
は
、
一
八
〇
四
年
制
定
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
継
受
し
た
も
の
で
、
一
九
四
二

年
の
イ
タ
リ
ア
新
民
法
典）
（₀
（

施
行
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は
こ
の
イ
タ
リ
ア
王
国
民
法
の
よ
う
な
相
殺
の
予
め
の

放
棄
（
相
殺
禁
止
特
約
）
に
関
す
る
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
イ
タ
リ
ア
王
国
民
法
制
定
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
相
殺
の
予
め
の
放
棄

を
認
め
る
学
説
が
有
力
化
し
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
王
国
民
法
は
そ
れ
ら
の
学
説
も
含
め
て
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
考
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
王
国
民
法
の
母
法
で
あ
り
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
母
国
法
で
も
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
見
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
二
〇
一
六
年
二
月
の
債
権
法
改
正
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

二　

フ
ラ
ン
ス
の
法
状
況
の
概
観

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
は
相
殺
禁
止
特
約
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
な
い
。
但
し
、
一
八
〇
四
年
制
定
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
相
殺
適
状
に

な
れ
ば
、
当
事
者
の
意
思
表
示
な
し
に
当
然
に
相
殺
が
生
じ
る
と
い
う
法
律
上
当
然
主
義
を
採
用
し
て
お
り）
（（
（

、
そ
の
た
め
、
相
殺
の
放
棄
に

関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

　

民
法
一
二
九
五
条
一
項
﹁
債
権
者
が
第
三
者
に
対
し
て
行
っ
た
権
利
の
譲
渡
を
無
条
件
に
承
諾
し
た
債
務
者
は
、
そ
の
承
諾
前
に
譲
渡
人
に
対

し
て
抗
弁
と
し
て
主
張
し
え
た
相
殺
を
、
も
は
や
譲
受
人
に
対
し
て
抗
弁
と
し
て
主
張
し
え
な
い
。﹂

　

民
法
一
二
九
九
条
﹁
相
殺
に
よ
っ
て
法
律
上
当
然
に
消
滅
し
た
債
務
を
弁
済
し
た
者
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
相
殺
を
抗
弁
と
し
て
主
張
し
な
か
っ

た
（
相
殺
の
自
働
債
権
と
し
て
用
い
な
か
っ
た
）
債
権
を
行
使
す
る
際
に
、
第
三
者
を
害
し
て
、
当
該
債
権
に
付
着
し
た
先
取
特
権
あ
る
い
は
抵
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七
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四
一
四

相
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止
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す
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二
五
六
二

当
権
を
も
は
や
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
債
務
者
（
弁
済
者
）
が
、
自
己
の
債
務
を
相
殺
す
べ
き
債
権
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
正
当
な
理
由
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。﹂

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
五
条
一
項）
（₂
（

に
お
け
る
債
権
者
の
権
利
の
譲
渡
の
無
条
件
の
承
諾
と
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
九
条
に
お
け
る
相
殺

に
よ
っ
て
法
律
上
当
然
に
消
滅
し
た
債
務
の
弁
済
と
は
、
相
殺
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
条
文
は
当
事
者
が
相
殺
の
利

益
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
但
し
、
文
理
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
既
に
生
じ
た
相
殺
（
現
行

日
本
民
法
に
即
し
て
言
え
ば
相
殺
適
状
に
な
っ
た
債
権
債
務
）
に
つ
い
て
、
相
殺
の
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
将
来

の
相
殺
の
事
前
の
放
棄
（
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
合
意
に
よ
っ
て
行
え
ば
、
相
殺
禁
止
特
約
）
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
制
定
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
相
殺
禁
止
特
約
（
将
来
の
相
殺
の
事
前
の
放
棄
の
合
意
）
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
に
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
を
第
一
統
領
と
す
る
統
領
政
府
の
下
で
、
共
和
暦
八
年
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
［T

herm
idor

］
二
四
日
（
一
八
〇
〇
年
八
月
一
二

日
）に
、ト
ロ
ン
シ
ェ［T

ronchet

］、ビ
ゴ
＝
プ
レ
ア
ム
ヌ
ー［B

igot-P
réam

eneu

］、ポ
ル
タ
リ
ス［P

ortalis

］、マ
ル
ヴ
ィ
ル［M

aleville

］

ら
四
名
の
民
法
典
起
草
委
員
が
任
命
さ
れ
、委
員
会
は
共
和
暦
九
年
プ
リ
ュ
ヴ
ィ
オ
ー
ズ
［P

luviôse

］
一
日
（
一
八
〇
一
年
一
月
二
一
日
）

に
草
案
を
完
成
し
た）
（₃
（

が
、
こ
の
草
案
は
共
和
暦
八
年
の
草
案
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
審
議
や
修
正
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と

な
っ
た
。
共
和
暦
八
年
の
草
案
は
修
正
さ
れ
て
国
務
院
［C

onseil d’E
tat

］
の
討
議
に
付
さ
れ
た
後
、
国
務
院
と
護
民
院
［T

ribunat

］

と
の
非
公
式
交
渉
［com

m
unication officieuse

］
と
い
う
手
続
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
が
、
こ
の
非
公
式
交
渉
に
お
い
て
、
一
二
九
五

条
一
項
に
相
当
す
る
規
定
に
つ
い
て
、﹁
債
務
者
は
、
譲
渡
を
承
諾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
渡
人
（
譲
渡
債
権
者
）
が
既
に
債
務
者
に
対

し
て
負
担
し
て
い
た
債
務
と
の
相
殺
も
、
譲
渡
人
が
譲
渡
後
に
債
務
者
に
対
し
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
債
務
と
の
相
殺
も
、
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
相
殺
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る）
（₄
（

。
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
債
権
譲
渡
の
無
条
件
の
承
諾
が
将
来
の
相
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六
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七
号�

四
一
五

二
五
六
三

殺
の
事
前
の
放
棄
を
も
含
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
相
殺
に
供
さ
れ
る
両
債
権
の
相
互
性
が
失
わ
れ
る

の
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
五
条
一
項
は
、
譲
渡
人
に
対
し
て
抗
弁
と
し
て
主
張
し
え
た
相
殺
を
譲
受
人
に
主
張
す
る
こ
と
は
原
則
と
し

て
認
め
ら
れ
な
い
（
法
の
認
め
る
例
外
的
な
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
）
こ
と
を
規
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
捉
え
方
も
可
能
で
あ
り
、

一
般
的
に
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
初
期
の
註
釈
者
の
一
人
で
あ
る
ト
ゥ
リ
エ
は
、﹁
相
殺
は
法
律
上
当
然
に
、
法
の
力
の
み
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は

あ
る
が
、
債
務
者
は
、
相
殺
が
債
務
者
に
も
た
ら
す
特
権
を
放
棄
し
う
る
。
し
か
し
、
債
務
者
は
、
相
殺
の
特
権
を
予
め
放
棄
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
当
該
権
利
が
獲
得
さ
れ
る
前
に
当
該
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
獲
得
さ
れ
た
（
＝
完
成
し
た
）
時
効
を
放

棄
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
時
効
を
予
め
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。﹂）
（（
（

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
彼
は
事
前
の
相
殺
の

放
棄
、
す
な
わ
ち
、
相
殺
禁
止
特
約
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ト
ゥ
リ
エ
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
、

両
当
事
者
が
互
い
に
債
権
者
で
あ
り
、
か
つ
債
務
者
で
あ
る
場
合
に
、
彼
ら
の
共
通
の
意
思
は
、
相
殺
に
よ
っ
て
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
と
立
法
者
は
推
定
し
た
の
で
あ
り
、
相
殺
は
両
当
事
者
の
共
通
の
意
思
の
き
わ
め
て
知
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る）
（（
（

。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
、﹁
相
殺
は
、
立
法
者
が
両
当
事
者
の
共
通
の
意
思
に
つ
い
て
な
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
、
両
当
事

者
の
私
的
利
益
に
導
入
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
基
礎
は
、
両
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
に
は
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。

相
殺
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
相
殺
は
弁
済
の
方
法
で
あ
り
、
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
一
定
の
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
人

間
に
お
い
て
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
方
法
は
、
彼
ら
の
私
的
利
益
に
の
み
関
係
す
る
。
そ
れ
が
公
序
に
は
関
係
し
な
い
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
当
事
者
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
特
別
の
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
法
一
二
九

五
条
と
一
二
九
九
条
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
、
我
々
に
い
か
な
る
疑
い
も
抱
か
せ
た
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
。
債
務
者
は
、
相
殺
が
生
じ
た
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力
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二
五
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後
で
、
相
殺
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂）
（（
（

と
し
、
上
記
の
ト
ゥ
リ
エ
の
見
解
を
紹
介
し
た
後
、﹁
民
法
二
二
二
〇
条
が
、
時
効
の
利
益
を

予
め
放
棄
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
よ
う
に
、
相
殺
を
予
め
放
棄
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、

放
棄
が
、
そ
れ
自
体
、
公
序
に
反
す
る
な
ら
ば
、
特
別
な
規
定
は
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
正
に
そ
の
点

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、相
殺
を
﹁
事
後
に
﹂
放
棄
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
証
明
し
た
際
に
用
い
た
論
拠
は
、

相
殺
を
﹁
事
前
に
﹂
放
棄
す
る
こ
と
も
同
様
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。﹂
と
述
べ
、
予
め
相
殺
を
放
棄
す
る
こ
と
を

容
認
す
る
裁
判
例
や
多
く
の
学
説
を
挙
げ
て
い
る）
（₈
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
は
相
殺
の
予
め
の
放
棄
（
相
殺
禁
止
特
約
は
そ
れ
が
合

意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
を
意
味
す
る
）
を
容
認
し
、
さ
ら
に
、
相
殺
の
事
前
の
放
棄
は
合
意
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
条
項
の
一
つ
で
あ

る
の
で
、
相
殺
の
事
後
の
放
棄
と
異
な
り
、
第
三
者
に
対
抗
し
う
る
と
主
張
す
る
が
、
相
殺
の
事
前
の
放
棄
を
対
抗
し
う
る
第
三
者
の
範
囲

に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い）
（（
（

。

　

ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
以
外
の
一
九
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
註
釈
学
派
に
属
す
る
法
学
者
で
は
、
マ
ル
カ
デ
や
デ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
、
オ
ー
ブ
リ
＝
ロ
ー
、

ボ
ド
リ
＝
ラ
カ
ン
テ
ィ
ヌ
リ
ら
も
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
と
同
様
の
理
由
で
相
殺
の
予
め
の
放
棄
を
容
認
し
て
い
る）
₂₀
（

。
ま
た
、
ユ
ッ
ク
も
相
殺
の
予

め
の
放
棄
を
容
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
法
律
上
の
相
殺
は
、
明
示
あ
る
い
は
黙
示
の
、
相
互
的
あ
る

い
は
全
く
一
方
的
な
、
予
め
の
放
棄
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
う
る
（
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
控
訴
院
一
八
九
二
年
三
月
一
日
判
決
（G

renoble, 1 

m
ars 1892, D

. 92. 2. 222

）、破
毀
院
一
八
八
〇
年
五
月
一
一
日
判
決
（C

ass. 11 m
ai 1880, D

. 80, 1, 470

）、オ
ー
ブ
リ
＝
ロ
ー
（A

ubry 

et R
au, §

327, note 8

）、
コ
ル
メ
・
ド
・
サ
ン
テ
ー
ル
（C

olm
et de Santerre, t. V, n

°241bis Ⅲ

）、
デ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
（D

esjardins, 

n

°131

）、
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
（D

em
olom

be, t. Ⅹ
Ⅹ
Ⅷ

, n

°604,606

））。・
・
・
こ
の
相
殺
の
排
除
の
効
果
は
、
第
三
者
に
対
し
て
も
生
じ
る
。

と
い
う
の
は
、
債
務
を
生
じ
る
合
意
は
相
殺
し
え
な
い
債
務
を
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
﹂）
₂（
（

。

　

二
〇
世
紀
の
科
学
学
派
に
属
す
る
法
学
者
で
は
、
ま
ず
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
と
同
様
の
理
由
で
相
殺
の
予
め
の
放
棄
を
容
認
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し
て
い
る）
₂₂
（

。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
、
マ
ゾ
ー
、
ス
タ
ル
ク
、
ゲ
ス
タ
ン
ら
も
同
様
の
理
由
で
相
殺
の
予
め
の
放
棄
を
容
認
し
て
お
り）
₂₃
（

、
相

殺
禁
止
特
約
が
有
効
に
成
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
通
説
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
（
最
上
級
審
判
決
）
と
し
て
は
、
上
記
の
ユ
ッ
ク
等
、
多
く
の
法
学
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る

破
毀
院
審
理
部
一
八
八
〇
年
五
月
一
一
日
判
決
（C

ass. req. 11 m
ai 1880, D

. 1880, 1, 470

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
判
決
は
、﹁
法
律

上
の
相
殺
の
効
果
を
、
予
め
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
相
殺
の
要
件
が
具
備
さ
れ
た
後
で
あ
ろ
う
と
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
判
示
し

て
い
る
。

　

相
殺
禁
止
特
約
と
第
三
者
と
の
関
係
（
相
殺
禁
止
特
約
の
第
三
者
効
）
に
つ
い
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九

九
条
が
、﹁
相
殺
に
よ
っ
て
法
律
上
当
然
に
消
滅
し
た
債
務
を
弁
済
し
た
者
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
相
殺
を
抗
弁
と
し
て
主
張
し
な
か
っ
た
（
相

殺
の
自
働
債
権
と
し
て
用
い
な
か
っ
た
）
債
権
を
行
使
す
る
際
に
、
第
三
者
を
害
し
て
、
当
該
債
権
に
付
着
し
た
先
取
特
権
あ
る
い
は
抵
当

権
を
も
は
や
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
債
務
者
（
弁
済
者
）
が
、
自
己
の
債
務
を
相
殺
す
べ
き
債
権
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
正
当
な
理
由
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。﹂
と
規
定
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
規
定
は
、
相
殺
が
な
さ
れ
る
（
債

権
債
務
が
相
殺
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
、
消
滅
す
る
）
と
信
じ
て
い
た
の
に
相
殺
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
第
三
者
を
保
護
す
る
規
定
で
あ

る
の
に
対
し
、
日
本
民
法
五
〇
五
条
二
項
但
書
は
、
相
殺
禁
止
特
約
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
殺
が
な
さ
れ
た
場
合
の
第
三
者
を
保
護
す

る
規
定
で
あ
り
、
保
護
の
対
象
と
な
る
第
三
者
の
範
囲
や
保
護
の
あ
り
方
が
相
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

立
法
過
程

　
﹁
一　

は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
し
た
民
法
草
案
の
第
二
編
人
権
ノ
部
五
四
八
条
一
号
は
、
相
殺
の
利
益
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二
五
六
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の
予
め
の
放
棄
を
容
認
す
る
規
定
で
あ
り
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
同
草
案
の
注
釈
と
し
て
、
か
か
る
放
棄
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠

と
し
て
、
相
殺
は
公
序
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
予
め
相
殺
の
利
益
を
放
棄
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
及
び
彼

以
外
の
一
九
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
註
釈
学
派
に
属
す
る
法
学
者
、
マ
ル
カ
デ
や
オ
ー
ブ
リ
＝
ロ
ー
、
ボ
ド
リ
＝
ラ
カ
ン
テ
ィ
ヌ
リ
は
、
ド
ゥ
モ

ロ
ン
ブ
と
同
様
の
理
由
で
相
殺
の
予
め
の
放
棄
を
容
認
し
て
い
る）
₂₄
（

が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
挙
げ
た
相
殺
禁
止
特
約
を
容
認
す
る
た
め
の
理
由

は
、
上
記
の
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
註
釈
学
派
の
多
数
派
の
見
解
と
同
旨
で
あ
る
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
こ
の
民
法
草
案
を
起
草
し
た
一
八
九

一
年
頃
、
既
に
ド
ゥ
モ
ロ
ン
ブ
や
マ
ル
カ
デ
ら
の
註
釈
書
は
出
版
さ
れ
て
お
り
、
一
八
八
〇
年
に
は
同
旨
の
破
毀
院
判
決
も
下
さ
れ
て
い
た

の
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
民
法
草
案
の
起
草
に
当
た
っ
て
、
彼
ら
の
学
説
や
判
例
を
考
慮
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
民
法
草
案
第
二
編
人
権
ノ
部
五
四
八
条
一
号
は
、
旧
民
法
財
産
編
五
二
〇
条
と
な
っ
た
。
繰
り

返
し
を
い
と
わ
ず
再
掲
す
れ
ば
、
後
者
は
、﹁
二
箇
ノ
債
務
カ
主
タ
ル
モ
ノ
互
ニ
代
替
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
明
確
ナ
ル
モ
ノ
及
ヒ
要
求
ス
ル

ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
且
法
律
ノ
規
定
又
ハ
当
事
者
ノ
明
示
若
ク
ハ
黙
示
ノ
意
思
ヲ
以
テ
其
相
殺
ヲ
禁
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
当
事
者
ノ
不
知
ニ
テ

モ
法
律
上
ノ
相
殺
ハ
当
然
行
ハ
ル
﹂
と
規
定
し
て
い
る
。

　

民
法
五
〇
五
条
は
、
法
典
調
査
会
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
は
、
原
案
五
〇
二
条
に
相
当
し
、
起
草
委
員
の
穂
積
陳
重
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

旧
民
法
財
産
編
五
一
九
条
と
五
二
〇
条
を
合
わ
せ
て
修
正
し
た
も
の
で
あ
る）
₂（
（

。
そ
の
う
ち
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
は
旧
民
法
財
産
編
五
二
〇

条
に
由
来
す
る
。
但
し
、
旧
民
法
の
段
階
ま
で
は
、
現
行
民
法
に
あ
る
よ
う
な
第
三
者
の
保
護
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
で
は
、
法
典
調

査
会
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

法
典
調
査
会
に
お
け
る
原
案
五
〇
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
﹁
二
人
互
ニ
同
種
ノ
目
的
ヲ
有
ス
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
債
務
カ
弁
済
期
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
各
債
務
者
ハ
其
対
当
額
ニ
付
キ
相
殺
ニ
因

リ
テ
其
債
務
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
但
債
務
ノ
性
質
カ
之
ヲ
許
サ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
特
別
契
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
禁
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
。
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相
殺
禁
止
特
約
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効
力
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
一
九

二
五
六
七

　

前
項
ノ
特
別
契
約
ハ
之
ヲ
以
テ
善
意
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。﹂）
₂（
（

　

こ
の
条
文
の
文
言
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
民
法
第
一
議
案
五
〇
二
条
と
な
っ
た
。

　
﹁
二
人
互
ニ
同
種
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
其
債
務
カ
弁
済
期
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
各
債
務
者
ハ
其
対
当
額
ニ
付
キ
相
殺
ニ

因
リ
テ
其
債
務
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
但
債
務
ノ
性
質
カ
之
ヲ
許
サ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
特
別
契
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
禁
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
。

　

前
項
ノ
特
別
契
約
ハ
之
ヲ
以
テ
善
意
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。﹂

　

本
条
一
項
但
書
以
下
の
起
草
趣
旨
に
つ
い
て
、
起
草
委
員
の
穂
積
陳
重
は
、﹁
但
書
以
下
ヘ
（
マ
マ
。﹁
ハ
﹂
の
誤
り
か
）
格
別
説
明
ヲ
要

シ
マ
セ
ヌ
・
・
・（
相
殺
禁
止
の
）
契
約
ヲ
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
コ
ト
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
﹂
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）
₂（
（

。
本
条
に
つ
い
て
の

審
議
で
、
本
条
二
項
に
つ
い
て
、
横
田
國
臣
委
員
が
、﹁
私
ガ
穂
積
サ
ン
ニ
借
用
ガ
ア
ル
所
デ
穂
積
サ
ン
ガ
又
私
ニ
借
用
ガ
ア
ル
ト
云
フ
場

合
夫
レ
ハ
ナ
ク
テ
モ
ア
ツ
テ
モ
宜
シ
イ
ガ
兎
モ
角
モ
穂
積
サ
ン
ニ
付
テ
私
ガ
特
別
契
約
ヲ
以
テ
今
ノ
相
殺
ヲ
禁
ジ
タ
、
所
ガ
其
禁
ジ
タ
モ
ノ

ハ
別
ノ
契
約
デ
ヤ
ツ
タ
、
所
デ
穂
積
サ
ン
ハ
其
証
書
カ
何
ニ
カ
デ
何
ン
ノ
コ
ト
ナ
シ
ニ
梅
君
ニ
売
ツ
タ
所
デ
梅
サ
ン
ハ
夫
レ
ヲ
以
テ
私
ニ
相

殺
シ
ヤ
ウ
ト
云
フ
、
所
ガ
私
ハ
夫
レ
ハ
相
殺
ヲ
禁
ジ
テ
居
ル
ノ
ダ
ト
云
フ
場
合
﹂、﹁
債
務
者
ニ
悪
意
モ
何
ニ
モ
ナ
イ
時
夫
レ
ハ
当
リ
前
ノ
時

デ
第
三
者
ノ
所
為
ヲ
以
テ
自
分
ニ
不
利
益
ヲ
受
ケ
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
為
ル
其
実
人
ト
契
約
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
夫
レ
ハ
私
ガ

必
ズ
之
レ
ハ
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
穂
積
サ
ン
ト
契
約
ヲ
シ
テ
モ
穂
積
サ
ン
ガ
外
ノ
者
ニ
譲
渡
ス
ト
其
契
約
ト
云
フ
モ
ノ

ハ
直
チ
ニ
変
ナ
モ
ノ
ニ
変
ツ
テ
来
ル
相
殺
ガ
出
来
ル
ト
、
穂
積
サ
ン
ノ
所
為
計
リ
ヲ
以
テ
即
チ
債
権
者
ノ
所
為
計
リ
ヲ
私
ノ
契
約
ハ
無
効
ニ

為
ル
夫
レ
ハ
穂
積
サ
ン
ニ
向
ツ
テ
償
ヒ
ヲ
求
メ
ル
コ
ト
ハ
出
来
ル
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
カ
﹂、
す
な
わ
ち
、﹁
Ａ
Ｂ
間
に
債
権
が
相
互
に
対
立
し

て
存
在
し
て
い
る
が
、
Ａ
Ｂ
間
で
相
殺
禁
止
特
約
が
結
ば
れ
て
い
る
場
合
に
、
Ｂ
が
Ａ
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
Ｃ
に
譲
渡
し
た
と
き
、
Ｃ

が
Ａ
と
の
間
で
相
殺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
殺
禁
止
特
約
は
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
Ａ
は
Ｂ
に
﹁
償
い
﹂
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂
と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
し
て
い
る）
₂₈
（

。
こ
れ
に
対
し
、
穂
積
陳
重
は
、﹁
何
ニ
モ
知
ラ
ナ
イ
善
意
ノ
者
ガ
迷
惑
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同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
二
〇

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

二
五
六
八

ヲ
ス
ル
ガ
宜
イ
カ
少
ク
モ
失
望
ス
ル
ガ
宜
イ
カ
或
ハ
然
ウ
云
フ
特
別
ニ
是
レ
丈
ケ
ノ
事
ハ
ス
マ
イ
全
体
相
殺
ハ
法
律
ノ
表
ニ
出
来
ル
モ
ノ
ダ

ケ
レ
ド
モ
是
レ
丈
ケ
ノ
コ
ト
シ
カ
シ
ナ
イ
ト
云
フ
特
別
ノ
契
約
ヲ
シ
タ
夫
レ
ラ
ノ
者
ガ
迷
惑
ス
ル
カ
二
者
ノ
中
デ
独
リ
ガ
迷
惑
ヲ
シ
ナ
ケ
レ

バ
ナ
ラ
ヌ
場
合
ニ
ハ
夫
レ
ハ
御
気
ノ
毒
デ
モ
横
田
君
ガ
迷
惑
ヲ
ス
ル
又
私
ガ
知
ラ
セ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
ガ
不
都
合
デ
ア
ル
ナ
ラ
バ
詰
リ
私
ガ
一
番

終
リ
ニ
責
ニ
任
ズ
ル
ト
ス
ル
方
ガ
至
当
ト
思
ヒ
マ
ス
何
ウ
モ
第
三
者
ニ
及
ボ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
第
三
者
ニ
対
シ
テ
ハ
余
程
つ
ら
い
話
デ
ア
ラ

ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
﹂、
す
な
わ
ち
、﹁
善
意
の
第
三
者
に
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
を
及
ぼ
す
の
は
酷
で
あ
り
、
前
述
の
例
で
は
Ｃ
が
Ａ
に
対
し
て

相
殺
を
主
張
し
う
る
と
し
て
、
相
殺
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
Ａ
に
負
担
さ
せ
、
Ｂ
が
Ｃ
に
相
殺
禁
止
特
約
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
の
が
不
都
合
で
あ

れ
ば
、
最
後
に
Ｂ
に
責
任
を
負
わ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
﹂
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る）
₂（
（

。

　

次
に
、
横
田
國
臣
は
、﹁
私
ニ
あ
な
た
ガ
借
リ
ガ
ア
ル
ト
云
フ
場
合
デ
ナ
シ
ニ
其
契
約
ニ
付
テ
其
モ
ノ
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
私
シ
カ
禁
ジ
テ
居

ル
夫
レ
ダ
カ
ラ
シ
テ
梅
君
ニ
譲
渡
シ
タ
、
所
デ
梅
君
ハ
即
チ
其
百
円
ノ
権
利
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
私
モ
梅
君
ニ
対
シ
テ
百
円
ノ
貸
シ
ガ
ア
ル
ト
云

フ
場
合
ニ
於
テ
梅
君
ト
私
ト
相
殺
ガ
出
来
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
ル
ノ
デ
ス
カ
或
ハ
又
あ
な
た
ト
私
ガ
相
殺
ス
ベ
キ
ノ
ヲ
向
フ
ニ
売
ツ
タ
カ
ラ

出
来
ヌ
ト
云
フ
斯
ウ
云
フ
風
ニ
為
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
か
）﹂、
す
な
わ
ち
、﹁
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
債
権
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
、
Ａ
Ｂ
間

で
相
殺
禁
止
特
約
を
結
ん
で
い
た
と
す
る
と
、
Ｂ
が
Ａ
に
対
す
る
債
権
を
Ｃ
に
譲
渡
し
た
と
き
、
Ｃ
が
Ａ
に
対
し
て
債
務
を
負
担
し
て
い
た

な
ら
ば
、
Ｃ
は
Ａ
と
の
間
で
相
殺
を
主
張
し
う
る
か
、
そ
れ
と
も
、
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
﹂
と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
行
い）
₃₀
（

、
そ

れ
に
対
し
て
、
穂
積
陳
重
は
、﹁
私
ト
あ
な
た
ト
ノ
間
ニ
相
殺
ノ
出
来
ヌ
モ
ノ
ガ
夫
レ
ガ
私
ニ
誰
レ
カ
第
三
者
ガ
或
ル
原
因
ニ
依
テ
替
ツ
タ

場
合
ニ
其
第
三
者
ガ
知
ラ
ナ
カ
ツ
タ
モ
ノ
ガ
出
来
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
ル
夫
レ
デ
其
相
殺
シ
ナ
イ
ト
云
フ
約
束
ハ
其
債
務
身
ノ
性
質
ニ
添
フ
テ
居
ル

モ
ノ
デ
ナ
ク
シ
テ
全
ク
二
人
ノ
間
ノ
事
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
第
三
者
ニ
ハ
移
ラ
ズ
﹂、
す
な
わ
ち
、
相
殺
禁
止
特
約
は
債
務
自
身
の
性
質
に
添

付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
該
合
意
を
し
た
当
事
者
間
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
に
効
力
は
及
ば
ず
、
Ｃ
は
相
殺
を
主
張
し
う
る
と

い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る）
₃（
（

。
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そ
の
後
、
上
記
の
民
法
第
一
議
案
を
修
正
し
て
、
民
法
修
正
案
が
作
成
さ
れ
、
民
法
第
一
議
案
五
〇
二
条
は
、
条
数
が
繰
り
下
げ
ら
れ
、

民
法
修
正
案
五
〇
四
条
と
な
っ
た
。
文
言
も
修
正
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
﹁
二
人
互
ニ
同
種
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
債
務
ヲ
負
担
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
双
方
ノ
債
務
カ
弁
済
期
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
各
債
務
者
ハ
其
対
当
額
ニ
付
キ
相

殺
ニ
因
リ
テ
其
債
務
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
但
債
務
ノ
性
質
カ
之
ヲ
許
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
。

　

前
項
ノ
規
定
ハ
当
事
者
カ
反
対
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
其
意
思
表
示
ハ
之
ヲ
以
テ
善
意
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ス
。﹂

　

こ
れ
以
降
の
修
正
は
な
く
、
明
治
民
法
五
〇
五
条
と
な
り
、
平
成
一
六
年
に
現
代
語
化
改
正
に
よ
っ
て
現
行
民
法
五
〇
五
条
と
な
っ
た
際

に
も
、
現
代
語
化
さ
れ
た
点
を
除
け
ば
、
実
質
的
な
修
正
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

さ
て
、﹃
民
法
修
正
案
理
由
書
﹄
に
お
い
て
は
、
民
法
修
正
案
五
〇
四
条
一
項
但
書
及
び
同
条
二
項
の
立
法
理
由
と
し
て
、﹁
本
条
第
一
項

但
書
及
ヒ
第
二
項
本
文
ノ
規
定
ハ
既
成
法
典
財
産
編
第
五
百
二
十
条
ニ
於
テ
其
趣
旨
ヲ
認
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
本
条
第
二
項
但
書
ノ
規
定
ハ
善

意
ノ
第
三
者
ヲ
保
護
ス
ル
当
然
ノ
規
定
ナ
レ
ハ
別
ニ
説
明
ヲ
要
セ
ス
﹂
と
の
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）
₃₂
（

。
こ
の
簡
単
な
記
述
か
ら
、
本
条
一

項
但
書
及
び
二
項
本
文
は
旧
民
法
財
産
編
五
二
〇
条
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
条
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ

れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
及
び
イ
タ
リ
ア
民
法
一
二
八
九
条
四
項
を
参
考
に
し
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
民
法
修
正
案
五
〇
四

条
（
現
行
民
法
五
〇
五
条
）
二
項
但
書
は
法
典
調
査
会
の
審
議
の
段
階
で
新
た
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
善
意
の
第
三
者
の
保
護
規

定
と
し
て
当
然
の
規
定
で
あ
る
と
の
説
明
以
上
の
理
由
づ
け
は
な
い
。
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法
典
調
査
会
起
草
委
員
の
一
人
で
あ
る
梅
謙
次
郎
は
、﹃
民
法
要
義
﹄
に
お
い
て
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
つ
い
て
（
現
代
語
に
訳
す
と
）

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
相
殺
は
特
に
当
事
者
の
利
益
を
慮
っ
て
設
け
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
が
相
殺
を
欲
し
な
い
と
き
に
は
、

敢
え
て
相
殺
を
強
い
る
理
由
は
な
い
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
に
金
銭
を
寄
託
し
、
そ
の
入
用
の
時
、
い
つ
で
も
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、特
に
こ
の
債
権
は
相
殺
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
約
す
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

一
定
の
期
日
に
一
定
の
金
額
が
入
用
に
な
る
こ
と
の
た
め
、甲
が
乙
か
ら
一
定
の
金
銭
を
受
領
す
る
と
い
う
債
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、

特
に
こ
れ
を
相
殺
の
目
的
と
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
約
は
皆
公
益
を
害
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
特
別
の
理
由
が

あ
っ
て
当
事
者
に
便
利
な
特
約
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
論
を
待
た
な
い
。
た
だ
、
こ
の
特
約
に
よ
っ
て

第
三
者
を
害
し
な
い
こ
と
を
要
す
る
。
し
か
し
、
も
し
、
第
三
者
が
こ
の
特
約
を
知
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
債
権
を
以
て
相
殺
の
目
的
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
信
じ
て
そ
の
債
権
を
譲
り
受
け
、
又
は
こ
れ
を
保
証
す
る
等
、
善
意
の
第
三
者
が
そ
の
債
権
に
つ
き
利
害
の
関
係

を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
特
約
を
以
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い

る
。﹂）
₃₃
（

。

　

ま
た
、
梅
謙
次
郎
は
、
和
仏
法
律
学
校
（
現
・
法
政
大
学
）
に
お
け
る
明
治
三
三
年
度
（
一
九
〇
〇
年
度
）
講
義
録
で
あ
る
﹃
民
法
原
理
﹄

に
お
い
て
、
現
代
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
相
殺
は
概
し
て
利
益
が
多
い
ゆ
え
に
許
さ
れ
て
い
る
が
、
当
事
者
の
特
約
を

以
て
相
殺
を
禁
ず
る
こ
と
を
許
さ
な
い
公
益
規
定
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
相
殺
が
行
わ
れ
る
も
の
と

し
た
り
、
あ
る
い
は
、
法
律
上
当
然
に
相
殺
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
畢
竟
、
相
殺
が
当
事
者
の
た
め
に
便
利
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
て
い
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
は
往
々
に
し
て
、
約
束
し
た
目
的
物
を
必
ず
互
い
に
授
受
す
る
こ
と
を
も
っ
て
便
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利
だ
と
す
る
こ
と
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
相
殺
を
し
な
い
こ
と
を
特
約
す
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
あ
え
て
妨
げ
る
こ
と

は
な
い
。
例
え
ば
、
甲
は
一
定
の
期
限
に
お
い
て
一
定
の
金
額
を
得
る
こ
と
を
欲
し
、
乙
に
対
し
て
そ
の
期
限
に
お
い
て
そ
の
金
額
を
支
払

わ
せ
る
債
権
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
甲
乙
間
に
は
他
に
種
々
の
取
引
関
係
が
あ
り
、
乙
も
ま
た
甲
に
対
し
て
同
種
の
債
権

を
有
す
る
に
至
っ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
も
し
、
当
事
者
間
に
特
約
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
乙
は
甲
に
対
し
、
自
己
の
債

権
を
以
て
甲
の
債
権
と
相
殺
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
甲
は
そ
の
予
期
に
反
し
て
大
き
な
食
い
違
い
を

引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
特
約
を
結
ん
で
、
甲
の
有
す
る
債
権
に
限
り
、
相
殺
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反
対
の
意
思
表
示
の
顕
著
な
一
例
は
、
交
互
計
算
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
交
互
計
算
は
全
く
相
殺
を
禁
ず
る
契
約
で
は
な
い
が
、
相
殺
に
大
き
な
制
限
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
商
法
二
九
一
条
に
﹁
交
互
計
算

ハ
商
人
間
又
ハ
商
人
ト
商
人
ニ
非
サ
ル
者
ト
ノ
間
ニ
平
常
取
引
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
一
定
ノ
期
間
内
ノ
取
引
ヨ
リ
生
ス
ル
債
権
債
務
ノ
総
額

ニ
付
キ
相
殺
ヲ
為
シ
其
残
額
ノ
支
払
ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
ニ
因
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
﹂
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
本
条
（
民
法
五
〇
五

条
二
項
）
に
照
ら
し
て
こ
の
規
定
を
見
れ
ば
、
交
互
計
算
に
あ
っ
て
は
、
法
律
上
の
条
件
が
具
備
す
る
ご
と
に
相
殺
が
直
ち
に
行
わ
れ
る
も

の
と
せ
ず
に
、
一
年
間
又
は
六
か
月
の
債
権
債
務
を
合
わ
せ
て
一
時
に
相
殺
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
交
互
計
算
の
特
約
に
よ

っ
て
一
年
間
又
は
六
か
月
の
期
間
が
経
過
し
な
い
間
は
、
た
と
い
相
殺
の
条
件
が
具
備
し
た
と
し
て
も
、
相
殺
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
当
事
者
の
反
対
の
意
思
表
示
が
あ
る
場
合
の
一
適
例
で
あ
る
。・
・
・
以
上
の
特
約
若
し
く
は
特
別
の
意
思
表
示
は
、

当
事
者
間
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
こ
と
は
右
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
も
し
、
第
三
者
に
対
し
て
も
な
お
有
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

第
三
者
は
迷
惑
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
第
三
者
が
あ
る
債
権
を
相
殺
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
信
じ
て
譲
り
受
け
、
又
は
、
質
権
の
目
的
と
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
債
権
を
相
殺
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
利

害
が
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
頗
る
大
き
い
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
善
意
の
第
三
者
に
対
し
、
特
約
若
し
く
は
反
対
の
意
思
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表
示
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
第
三
者
は
意
外
な
損
失
を
招
く
こ
と
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
か
か
る
第
三
者

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
意
の
第
三
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
第
三
者
と
い
っ
て

も
そ
の
意
思
表
示
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。﹂）
₃₄
（

　

や
は
り
法
典
調
査
会
起
草
委
員
の
一
人
で
あ
る
富
井
政
章
は
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
つ
い
て
、
相
殺
は
元
々
当
事
者
の
便
宜
を
図
っ
た

制
度
で
あ
り
、
公
益
の
た
め
に
設
け
た
制
度
で
は
な
い
か
ら
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
（
＝
相
殺
禁
止
特
約
）
を
妨
げ
な

い
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
が
、
善
意
の
第
三
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い）
₃（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
梅
や
富
井
の
理
由
づ
け
に
み
ら
れ
る
、
相
殺
は
公
益
の
た
め
の
制
度
で
は
な
い
と
す
る
制
度
理
解
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
、

ひ
い
て
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
学
に
お
け
る
多
数
説
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

法
典
調
査
会
起
草
委
員
補
助
を
務
め
た
松
波
仁
一
郎
、
仁
保
亀
松
、
仁
井
田
益
太
郎
ら
は
、
そ
の
共
著
で
あ
る
﹃
帝
国
民
法
正
解
﹄
に
お

い
て
、
現
代
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
民
法
五
〇
五
条
二
項
は
、
第
一
項
の
本
則
に
対
す
る
第
二
の
例
外
を

明
示
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
例
外
の
適
用
に
よ
り
善
意
の
第
三
者
に
不
利
益
を
被
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
け

だ
し
、
相
殺
の
便
法
は
当
事
者
の
便
益
を
斟
酌
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
、
双
方
の
債
務
が
相
殺
の
要
件
を
具
備
し
て

相
対
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
当
事
者
は
特
別
の
事
由
が
存
す
る
た
め
必
ず
債
務
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
思

に
従
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
当
然
で
あ
り
、
法
律
は
当
事
者
に
相
殺
の
方
法
に
よ
っ
て
債
務
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
を
強
制
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
当
事
者
が
相
殺
の
方
法
を
利
用
し
な
い
旨
を
約
束
し
た
と
き
は
、
相
殺
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
は
立
法

の
本
旨
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
本
条
第
二
項
本
文
に
お
い
て
、
当
事
者
が
相
殺
に
よ
っ
て
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
反
対
の
意

思
を
表
示
し
た
場
合
に
は
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
を
こ
と
さ
ら
に
明
示
し
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
蛇
足
の
法
文
で
あ
る
。
し
か
し
、

当
事
者
が
自
己
の
利
益
の
た
め
に
相
殺
の
方
法
を
利
用
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
約
束
を
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
主
張
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す
る
こ
と
を
許
す
場
合
に
は
、
こ
の
た
め
に
善
意
の
第
三
者
は
相
殺
の
便
法
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
法
律
上
正
当
に
享
有
す
る
相

殺
の
利
益
を
失
う
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
甲
と
乙
が
互
い
に
相
殺
に
よ
っ
て
双
方
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
場
合

に
お
い
て
、
丙
が
こ
の
よ
う
な
約
束
の
存
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
甲
の
債
務
を
引
き
受
け
た
際
に
、
丙
が
乙
に
対
し
て
一
個
の
債
権
を
有
し

て
お
り
、
こ
の
債
権
に
対
す
る
乙
の
債
務
と
丙
が
甲
か
ら
引
き
受
け
た
債
務
と
の
間
に
は
相
殺
の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
丙
が
相
殺
を
主
張
し
て
債
務
を
免
れ
よ
う
と
す
る
に
拘
ら
ず
、
乙
は
自
己
と
甲
と
の
約
束
を
主
張
し
て
相
殺
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
な
ら
ば
、
丙
は
意
外
な
不
利
益
を
被
り
、
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
相
殺
の
便
益
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も

し
、
は
た
し
て
こ
の
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
善
意
の
第
三
者
を
保
護
し
て
取
引
の
安
全
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
法
の
本
旨
に
適
し
な

い
こ
と
か
ら
、
本
条
第
二
項
は
特
に
但
書
の
規
定
を
設
け
て
、
相
殺
の
便
法
を
排
除
す
る
当
事
者
の
意
思
表
示
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
条
第
二
項
の
要
旨
は
実
に
こ
の
点
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。﹂）
₃（
（

　

さ
ら
に
、
仁
保
亀
松
は
、
別
の
論
考
で
、
現
代
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
民
法
五
〇
五
条
二
項
は
、
実
際
の
便
宜
に
基

づ
き
特
に
制
定
さ
れ
た
相
殺
の
便
法
が
却
っ
て
当
事
者
に
不
便
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
第
一
項
の
通
則
に
対
し
て
一

個
の
例
外
を
設
け
、
た
と
い
双
方
の
債
務
が
法
定
の
要
件
を
具
備
し
て
相
対
立
す
る
と
し
て
も
、
当
事
者
が
、
種
々
の
事
由
に
よ
り
相
殺
の

結
果
を
生
じ
さ
せ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
普
通
の
弁
済
に
よ
っ
て
取
引
を
終
え
た
い
と
欲
し
、
相
殺
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
合
意
は
も
と
よ
り
有
効
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
第
一
項
の
通
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
が
な
い
こ
と
を
明
示
す

る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
第
二
項
に
お
い
て
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、
相
殺
の
要
件
を
具
備

し
て
も
相
殺
を
行
わ
な
い
合
意
を
し
た
こ
と
を
言
い
、
ま
た
、
同
項
に
お
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、
相

殺
に
よ
っ
て
債
務
を
免
れ
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
相
殺
の
要
件
が
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

相
殺
の
権
利
が
生
ず
る
こ
と
は
、
法
律
の
通
則
と
し
て
何
人
も
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
当
事
者
間
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の
合
意
に
よ
っ
て
そ
の
間
に
相
殺
を
行
わ
な
い
こ
と
を
約
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
約
定
の
存
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い

第
三
者
に
ま
で
こ
の
約
定
の
効
果
を
及
ぼ
さ
せ
、
こ
の
者
が
相
殺
の
便
法
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
に
あ
た
り
、
決
し
て
こ
れ
を
妨
げ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
但
書
の
規
定
が
あ
る
所
以
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
善
意
の
第
三
者
の
利
益
を

保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
以
上
説
明
し
た
よ
う
に
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
の
意
義
は
、
相
殺
の
要
件
が
具
備
し
た
と
し

て
も
、
当
事
者
が
反
対
の
合
意
を
し
た
と
き
は
、
相
殺
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
に
あ
っ
て
、
別
に
当
事
者
の
一
方
の
利
益
を
保
護
す
る
趣
旨
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
当
事
者
の
一
方
が
相
殺
を
欲
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
随
意
に
相
殺
の
通
則
の
適
用
を
除
却
し
て
相
手
方

の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
項
は
、
商
法
九
九
五
条
の
よ
う
に
、
特
に
当
事
者
の
一
方
、
す
な

わ
ち
、
破
産
者
の
債
権
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
相
殺
の
要
件
を
欠
い
て
い
て
も
（
す
な
わ
ち
、
商
法
は
、
破
産
の
場
合
に
お
い
て
は
、

未
だ
弁
済
期
に
な
い
債
権
に
よ
っ
て
相
殺
を
主
張
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
は
相
殺
の
要
件
に
関
す
る
民
法
の
通
則
に
反
す
る
。
但
し
、

商
法
は
金
額
未
定
の
債
権
に
よ
っ
て
相
殺
を
主
張
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
を
以
て
債
権
者
の
特
別
保
護
と
す
る
が
、
新
民
法
は
、
債
権
額
が

い
く
ら
で
あ
る
か
は
、
後
に
な
っ
て
確
定
さ
せ
る
こ
と
も
問
題
な
い
と
し
て
、
相
殺
の
当
時
に
債
権
額
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、こ
の
点
に
つ
い
て
は
商
法
の
規
定
は
債
権
者
に
特
別
の
保
護
を
与
え
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
）

相
殺
を
主
張
す
る
こ
と
を
許
し
、
法
律
の
特
別
規
定
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
一
方
に
相
殺
の
通
則
の
適
用
を
免
れ
さ
せ
る
も
の
と
は
そ
の
趣

旨
を
異
に
し
、
そ
の
適
用
の
仕
方
も
同
一
で
は
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
弁
明
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
し
て
、
民
法
五
〇
五
条
二
項

は
相
殺
を
行
わ
せ
な
い
場
合
を
規
定
し
、
商
法
九
九
五
条
は
相
殺
を
行
わ
せ
る
場
合
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
双
方
が
全
く
反
対
の
場

合
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
規
定
の
適
用
上
、
後
者
の
規
定
と
同
一
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
が
存
し
な
い
こ
と
は

明
白
で
あ
ろ
う
。﹂）
₃（
（

　

岡
松
参
太
郎
は
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
つ
い
て
（
現
代
語
に
訳
す
と
）
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
相
殺
は
弁
済
の
一
便
法
と
し
て
、
元
々



（　
　
　
　

）

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
二
七

二
五
七
五

当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
が
特
別
の
理
由
に
よ
り
相
殺
を
欲
せ
ず
、
必
ず
両
債
務
が
現
実
に
履
行

さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
強
い
て
当
事
者
を
し
て
相
殺
の
便
法
に
依
拠
さ
せ
る
必
要
が
な
く
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を

表
示
し
た
場
合
に
は
相
殺
は
行
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
第
三
者
に
対
し
て
も
相
殺
禁
止

特
約
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
第
三
者
は
法
律
上
正
当
に
享
有
す
る
相
殺
の
便
法
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不
測
の
損

害
を
被
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
但
書
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
乙
間
に
相
殺
を
し
な
い
約
束
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
乙
の
債
務
を
引
き
受
け
、
自
己
が
甲
に
対
し
て
有
す
る
債
権
と
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
第
三
者

の
よ
う
な
者
は
、
不
慮
の
損
害
を
被
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
﹂）
₃₈
（

。

　

石
坂
音
四
郎
は
、
現
代
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ
る
。﹁
民
法
五
〇
五
条
一
項
の
規
定
は
任
意
規
定
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者

が
契
約
を
も
っ
て
相
殺
を
許
さ
な
い
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
五
〇
五
条
二
項
）。
相
殺
禁
止
契
約
は
、
債
権
者
、
債
務
者
の
契

約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
必
ず
し
も
債
権
を
取
得
し
た
当
初
の
債
権
者
、
債
務
者
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
そ
の
後
の
譲
受
人
も
ま
た
相
殺
禁

止
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
殺
禁
止
契
約
は
、
単
に
相
殺
を
し
な
い
義
務
を
負
わ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
相
殺
権
を
発
生
さ
せ

な
い
効
力
を
有
す
る
か
ら
、
相
殺
禁
止
契
約
に
違
反
し
て
行
っ
た
相
殺
の
意
思
表
示
は
無
効
で
あ
る
﹂。
そ
し
て
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
但

書
は
善
意
の
第
三
者
の
保
護
規
定
で
あ
る
と
し
、
か
か
る
第
三
者
の
具
体
例
と
し
て
、
相
殺
禁
止
契
約
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
債
権
を
譲

り
受
け
た
者
や
、
主
た
る
債
務
者
が
債
権
者
と
相
殺
禁
止
契
約
を
締
結
し
た
場
合
の
保
証
人
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
が
債
権
者
と
相
殺
禁
止

契
約
を
締
結
し
た
場
合
の
他
の
連
帯
債
務
者
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
相
殺
権
放
棄
の
契
約
が
有
効
に
成
立
し
う
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
ド
イ
ツ
の
法
学
説
（
デ
ル
ン
ブ
ル
ク
、
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
ヴ
ァ
イ
ゲ
リ
ン
等
）
を
挙
げ
て
い

る
）
₃（
（

。

　

鳩
山
秀
夫
は
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
つ
い
て
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
は
債
権
者
債
務
者
間
の
契
約
で
あ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
が
、
単
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独
行
為
に
よ
っ
て
債
権
を
成
立
さ
せ
た
場
合
に
は
、
相
殺
権
を
伴
わ
な
い
債
権
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
こ
の
意
思
表
示
の
効

力
は
相
対
的
で
あ
っ
て
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
説
明
す
る）
₄₀
（

。

　

田
島　

順
は
、
相
殺
禁
止
特
約
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
相
殺
権
が
当
事
者
の
特
約
に
よ
り
て
、
何
時
に
て
も
排
除
せ
ら
れ

得
る
こ
と
は
、
契
約
自
由
の
範
囲
に
あ
る
も
の
と
し
て
頗
る
明
瞭
で
あ
る
。
相
殺
禁
止
の
特
約
は
単
に
当
事
者
間
に
相
殺
を
な
さ
ざ
る
義
務

を
生
ず
る
に
非
ず
し
て
、
特
約
に
反
す
る
相
殺
を
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
又
第
三
者
保
護
の
必
要
は
、
斯
か
る
特
約
の
効
力
を

善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
制
限
す
る
を
必
要
と
す
る
（
相
殺
禁
止
特
約
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
債
権
譲
渡
を
受
け
た
る
譲
受
人
は
其
債

権
を
以
て
相
殺
を
な
す
こ
と
を
得
べ
く
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
又
は
主
た
る
債
務
者
が
債
権
者
と
相
殺
禁
止
特
約
を
な
す
も
、
善
意
な
る
他

の
連
帯
債
務
者
又
は
保
証
人
の
相
殺
権
︱
四
三
六
条
二
項
、
四
七
五
条
二
項
︱
に
は
何
等
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
な
い
）。（
1
）
相
殺
禁
止
特

約
は
、
債
権
の
当
事
者
の
締
結
し
得
る
所
で
あ
る
。
啻
に
債
権
成
立
の
時
の
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
譲
受
人
引
受
人
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。（
2
）
信
義
誠
実
の
原
則
の
適
用
上
、
一
定
の
場
合
に
相
殺
禁
止
特
約
の
存
在
を
予
定
せ
ら
る
る
場
合
が
必
ず
し
も
な
い
で

は
な
い
。
例
之
金
銭
両
替
取
引
に
於
て
は
通
常
相
殺
禁
止
の
特
約
あ
る
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
然
る
べ
き
取
引
上
の
慣
習
な
き
場
合

に
於
て
も
、
一
般
的
に
相
殺
の
可
能
を
当
事
者
が
知
れ
る
に
拘
ら
ず
、
当
該
取
引
を
な
す
は
、
黙
示
の
禁
止
特
約
を
予
定
す
る
も
の
と
見
得

る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。（
3
）
尚
相
殺
の
可
能
を
知
る
に
拘
ら
ず
、
一
定
の
期
間
に
現
金
の
支
払
を
明
言
す
る
者
は
相
殺
権
を
放
棄
す
る
も

の
と
解
せ
ら
れ
得
る
。
同
様
に
又
、
現
金
支
払
の
単
純
な
る
取
極
め
に
対
し
て
も
、
或
る
場
合
に
は
相
殺
禁
止
の
特
約
の
存
在
す
る
も
の
と

解
釈
せ
ら
れ
得
る
。
尤
も
、
相
殺
禁
止
の
特
約
を
当
然
に
包
含
す
る
も
の
と
云
い
得
ざ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
学
説
は
、
特
別
の

事
情
な
く
ば
、
唯
即
時
の
弁
済
を
意
味
す
る
も
の
と
見
て
い
る
）
と
共
に
、
斯
る
放
棄
の
有
効
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
之
を
否
定
す
べ
き

何
等
の
理
由
も
な
い
。﹂）
₄（
（

。

　

我
妻　

栄
は
、
相
殺
禁
止
特
約
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁（
イ
）
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
は
、
契
約
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
に
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つ
い
て
は
契
約
に
よ
る
こ
と
を
要
し
、
単
独
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
に
つ
い
て
は
そ
の
単
独
行
為
で
で
き
る
（
第
三
者
の
弁
済
を
禁
ず

る
意
思
表
示
と
同
様
で
あ
る
）。
黙
示
の
意
思
表
示
で
よ
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
契
約
の
目
的
か
ら
当
然
そ
の
よ
う
な
制
限
を
認

め
る
べ
き
場
合
も
少
な
く
な
い
。
諾
成
的
消
費
貸
借
の
貸
主
の
債
務
、
電
報
送
金
を
受
け
た
者
の
債
権
（
第
三
者
に
た
め
に
す
る
契
約
を
含

む
と
解
す
る
場
合
で
あ
る
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。（
ロ
）
相
殺
禁
止
の
内
容
は
、
ⅰ
受
働
債
権
と
す
る
こ
と
の
禁
止
（
必
ず
現
実
に

弁
済
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
）、
ⅱ
自
働
債
権
と
す
る
こ
と
の
禁
止
（
他
の
債
務
を
弁
済
す
る
用
に
供
し
な
い
と
い
う
意
味
を
も
つ
）、
ⅲ

い
ず
れ
に
用
い
る
こ
と
を
も
禁
止
す
る
、
な
ど
、
場
合
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
禁
止
に
反
し
て
な
さ
れ
た
相
殺
は

効
力
を
生
じ
な
い
。
但
し
、
禁
止
の
効
果
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
。
従
っ
て
、
甲
の
乙
に
対
す
る
債
権
が
受
働
債
権
と
す
る
こ

と
の
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
も
、
乙
か
ら
そ
の
債
務
を
引
き
受
け
た
善
意
の
丙
は
、
自
分
の
甲
に
対
す
る
債
権
で
相
殺
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
債
権
が
自
働
債
権
と
す
る
こ
と
の
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
も
、
甲
か
ら
そ
の
債
権
を
譲
り
受

け
た
善
意
の
丙
は
、
そ
れ
を
用
い
て
自
分
の
乙
に
対
す
る
債
務
と
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂）
₄₂
（

　

我
妻
は
、
相
殺
禁
止
を
契
約
で
行
う
場
合
と
単
独
行
為
で
行
う
場
合
に
分
け
、
相
殺
禁
止
の
内
容
を
、
受
働
債
権
と
す
る
こ
と
の
禁
止
と

自
働
債
権
と
す
る
こ
と
の
禁
止
、
そ
の
い
ず
れ
に
用
い
る
こ
と
を
も
禁
止
す
る
こ
と
に
分
け
て
論
じ
た
点
で
、
従
来
の
学
説
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

　

中
井
美
雄
は
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
の
意
思
表
示
に
よ
る
相
殺
禁
止
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁（
ア
）
当
事
者
が
反
対
の

意
思
を
表
示
し
た
場
合
に
は
、
相
殺
は
で
き
な
い
。
相
殺
は
弁
済
の
一
方
法
と
し
て
も
と
も
と
当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度

で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
が
特
別
の
理
由
に
よ
っ
て
相
殺
を
欲
せ
ず
、
必
ず
両
債
務
が
現
実
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
に
は
、
し
い

て
当
事
者
を
し
て
相
殺
制
度
を
利
用
せ
し
む
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
は
、
契
約
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
に
つ
い

て
は
契
約
に
よ
っ
て
、
単
独
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
に
つ
い
て
は
そ
の
単
独
行
為
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。（
イ
）
相
殺
禁
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止
の
特
約
に
反
す
る
相
殺
は
無
効
で
あ
る
。
第
三
者
保
護
の
必
要
か
ら
、
こ
の
特
約
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
殺
禁
止
特
約
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
は
そ
の
債
権
を
も
っ
て
相
殺
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
ま
た
連
帯
債
務
者
の
一
人
ま
た
は
主
た
る
債
務
者
と
の
間
の
相
殺
禁
止
は
他
の
連
帯
債
務
者
・
保
証
人
の
相
殺
権
を
拒
否
す
る
も
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。（
ウ
）
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示　

債
権
成
立
後
に
お
い
て
も
こ
れ
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。﹂）
₄₃
（

　

中
井
は
、
上
記
（
ア
）
に
お
い
て
、
相
殺
禁
止
特
約
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
梅
謙
次
郎
以
来
の
多
く
の
学
者
が
挙
げ
て
き
た
根

拠
を
挙
げ
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
の
方
法
と
し
て
、
我
妻
説
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、（
イ
）
に
お
い
て
、
相
殺
禁
止
特
約
を
対
抗
し
え

な
い
第
三
者
の
例
と
し
て
連
帯
債
務
者
・
保
証
人
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
既
に
戦
前
に
石
坂
音
四
郎
や
田
島
順
ら
が
挙
げ
て
い
た
例

で
あ
る
。

　

戦
後
の
体
系
書
に
お
い
て
は
、
我
妻
栄
の
そ
れ
を
除
け
ば
、
相
殺
禁
止
特
約
な
い
し
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
分
量

は
激
減
し
、
戦
前
の
体
系
書
の
記
述
を
な
ぞ
る
も
の
が
多
い
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
戦
後
の
体
系
書
の
う
ち
に
、
相
殺
禁
止
特
約
を
債
権
譲
渡

禁
止
特
約
と
同
趣
旨
の
も
の
だ
と
説
明
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
於
保
不
二
雄
は
、
民
法
五

〇
五
条
二
項
（
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
る
相
殺
の
禁
止
）
に
つ
い
て
、﹁
こ
れ
は
、
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
る
譲
渡
禁
止
と
同
一
趣
旨

に
い
ず
る
も
の
で
あ
る
（
民
法
四
六
六
条
二
項
参
照
）﹂
と
述
べ
て
、同
条
同
項
但
書
の
規
定
す
る
相
殺
禁
止
特
約
の
第
三
者
効
の
み
な
ら
ず
、

同
条
同
項
本
文
の
規
定
も
含
め
て
相
殺
禁
止
特
約
と
譲
渡
禁
止
特
約
を
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る）
₄₄
（

。
星
野
英
一
も
、
於
保
と

同
様
に
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
全
体
に
つ
い
て
、﹁
民
法
四
六
六
条
二
項
と
似
た
趣
旨
で
あ
る
。﹂
と
述
べ
て
い
る）
₄（
（

。
石
田
喜
久
夫
も
、
当
事

者
の
意
思
表
示
に
よ
る
相
殺
禁
止
を
、﹁
当
事
者
の
債
権
譲
渡
禁
止
の
意
思
表
示
と
同
じ
趣
旨
に
立
脚
す
る
（
民
五
〇
五
条
二
項
・
四
六
六

条
二
項
）
と
す
る）
₄（
（

。
奥
田
昌
道
も
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
、﹁
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
る
債
権
譲
渡
禁
止
と
同
一
趣
旨
で
あ

る
（
四
六
六
条
二
項
）。﹂
と
す
る）
₄（
（

。
前
田
達
明
も
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
た
箇
所
で
、﹁
五
〇
五
条
二
項
。
四
六
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六
条
二
項
参
照
﹂
と
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
条
文
を
参
照
条
文
と
し
て
引
用
し
て
い
る）
₄₈
（

。

　

こ
の
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
田
裕
康
は
、（
相
殺
禁
止
特
約
は
）﹁
意
思
表
示
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
禁
止
（
四
六
六
条
二
項
）
と
同
趣

旨
と
い
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
四
六
八
条
二
項
の
場
面
に
近
い
。﹂）
₄（
（

と
述
べ
て
い
る
。
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
註
釈

学
派
と
呼
ば
れ
る
民
法
学
者
た
ち
の
註
釈
書
等
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
五
条
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
九
条
が
、
相
殺
権
の
放

棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
規
定
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
五
条
は
日
本
民
法
四
六

八
条
の
母
法
に
相
当
す
る
か
ら）
（₀
（

、
中
田
の
解
釈
の
ほ
う
が
制
度
の
沿
革
に
即
し
て
お
り
、
妥
当
だ
と
解
さ
れ
る
。

　

他
方
、
大
村
敦
志
は
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
民
法
四
六
六
条
二
項
と
相
殺
禁
止
特
約
に
関
す
る
民
法
五
〇
五
条
二
項
が
パ
ラ
レ

ル
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
両
制
度
の
比
較
を
試
み
て
い
る）
（（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
相
殺
禁
止
特
約
が
実
務
上
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
力
を
有
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
、
こ
れ

ま
で
の
裁
判
例
を
通
し
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五　

判
例
の
展
開

①
　
東
京
控
訴
院
判
昭
和
九
年
一
一
月
三
〇
日
新
聞
三
八
〇
六
号
一
三
頁

　
︻
事
案
︼
Ａ
は
、
昭
和
四
年
九
月
二
四
日
、
Ｙ
銀
行
（
被
告
、
被
控
訴
人
）
に
金
三
千
円
の
期
限
の
定
め
の
な
い
預
金
（
特
別
当
座
預
金
）
を

し
た
。
そ
の
際
、
Ａ
Ｙ
は
、
当
該
預
金
債
権
を
Ｙ
が
Ａ
に
対
し
て
有
す
る
反
対
債
権
と
相
殺
し
な
い
旨
の
特
約
を
結
ん
で
い
た
。
前
掲
三
千
円
の

預
金
は
、
一
面
で
Ｙ
が
Ａ
に
対
し
て
有
す
る
反
対
債
権
を
担
保
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
と
と
も
に
、
他
面
で
Ａ
が
当
時
計
画
し
て
い
た
玉
川
牡
丹

園
の
事
業
遂
行
の
資
金
と
し
て
使
用
す
る
目
的
で
預
け
入
れ
ら
れ
、
当
該
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
相
殺
を
し
な
い
と
い
う
趣
旨
で
預
け
入



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
三
二

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

二
五
八
〇

れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｙ
は
Ａ
に
対
し
、
手
形
金
債
権
十
万
五
千
円
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
き
大
正
一
一
年
二
月
二
〇
日
、
Ａ
と
の

間
で
準
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
に
は
期
限
の
利
益
喪
失
特
約
が
付
さ
れ
た
。
昭
和
三
年
一
二
月
一
日
、
Ａ
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
、

そ
の
時
点
で
の
Ｙ
の
Ａ
に
対
す
る
債
権
の
残
額
は
三
万
五
千
八
百
円
で
あ
っ
た
。
他
方
、
Ａ
と
Ｘ
の
間
に
大
正
一
四
年
三
月
一
七
日
、
裁
判
上
の

和
解
が
成
立
し
、
Ｘ
は
Ａ
に
対
し
て
五
万
円
の
債
権
を
有
し
、
分
割
払
い
で
弁
済
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
、
こ
れ
に
は
期
限
の
利
益
喪
失
特
約
が
付

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ａ
は
Ｘ
に
対
す
る
債
務
に
つ
き
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
、
Ｘ
は
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
前
掲
預
金
債
権
を
差
し
押
さ
え
、
昭

和
四
年
一
二
月
一
三
日
、
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
預
金
債
権
に
つ
き
差
押
・
転
付
命
令
が
送
達
さ
れ
た
。
Ｙ
は
Ａ
に
対
す
る
債
権
と
の
相
殺
を
主
張
し

た
が
、
Ｘ
は
当
該
預
金
債
権
に
反
対
債
権
と
相
殺
を
し
な
い
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
右
預
金
カ
玉
川
牡
丹
園
ノ
事
業
遂
行
ノ
為
メ
使
用
セ
ラ
レ
サ
ル
コ
ト
ノ
確
定
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
素
ヨ
リ
被
控
訴
銀
行
ノ
反
対
債
権
ヲ
担

保
ス
ル
ノ
意
義
ノ
ミ
ニ
帯
有
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
理
ノ
当
然
ト
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
本
件
預
金
債
権
カ
控
訴
人
等
ニ
転
付
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
カ
如
キ

場
合
ニ
ハ
右
事
業
遂
行
ノ
目
的
ノ
為
メ
使
用
セ
ラ
レ
サ
ル
コ
ト
確
定
ス
ル
カ
故
ニ
被
控
訴
銀
行
ハ
反
対
債
権
ヲ
以
テ
担
保
ノ
意
味
ヲ
有
ス
ル
右
預

金
債
権
ト
相
殺
シ
得
ル
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
（
現
代
語
訳
：
右
預
金
が
玉
川
牡
丹
園
の
事
業
遂
行
の
た
め
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
定

し
た
場
合
に
は
も
と
よ
り
Ｙ
の
反
対
債
権
を
担
保
す
る
意
義
の
み
が
残
る
こ
と
は
理
の
当
然
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
件
預
金
債
権
が
Ｘ
に
転

付
さ
れ
る
に
至
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
事
業
執
行
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
の
だ
か
ら
、
Ｙ
は
反
対
債
権
を
も
っ

て
担
保
の
意
味
を
有
す
る
右
預
金
債
権
と
相
殺
し
う
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
）。﹂

　

本
件
の
事
案
で
は
、
自
働
債
権
も
受
働
債
権
も
差
押
・
転
付
命
令
送
達
前
に
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
、
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
た
か
ら
、

相
殺
禁
止
特
約
の
点
を
除
け
ば
、
差
押
前
に
相
殺
適
状
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
相
殺
禁
止
特
約
を
す
る
目
的
と
し
て
い
た
事
情
が
な
く
な
っ

た
た
め
、
相
殺
を
禁
止
す
る
理
由
も
な
く
な
り
、
相
殺
が
可
能
に
な
っ
た
旨
を
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
目
的
不
到
達
に
よ
る
債
権
（
相

殺
し
な
い
と
い
う
不
作
為
を
請
求
す
る
債
権
）
の
消
滅）
（₂
（

に
当
た
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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②
　
最
判
昭
和
三
五
年
八
月
三
〇
日
裁
判
集
民
四
三
号
六
五
七
頁

　
︻
事
案
︼
事
案
は
不
明
で
あ
る
が
、
判
決
理
由
か
ら
分
か
る
範
囲
で
記
す
と
、﹁
相
殺
禁
止
特
約
が
な
さ
れ
た
の
は
上
告
人
（
Ｘ
）
が
Ｄ
に
対
し

昭
和
二
八
年
四
月
二
八
日
付
証
明
書
（
甲
第
五
号
証
）
を
発
行
し
た
と
き
で
あ
り
、
ま
た
右
特
約
の
内
容
は
Ｄ
の
Ｘ
に
対
す
る
缶
代
金
債
権
を
受

働
債
権
と
す
る
Ｘ
の
相
殺
を
禁
ず
る
趣
旨
で
、
Ｘ
の
自
働
債
権
に
は
限
定
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。﹂﹁
Ｄ
は
も
し
Ｄ
の
Ｘ
に
対
す
る
缶
代

金
債
権
が
Ｘ
に
対
す
る
既
存
債
務
と
差
引
勘
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
被
上
告
人
（
Ｙ
）
に
対
す
る
本
件
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
こ
と
を
心
配
し
、
こ
の
心
配
を
除
く
た
め
Ｙ
の
要
求
に
従
い
Ｘ
に
対
し
必
ず
現
金
で
支
払
う
と
の
表
現
を
用
い
る
確
約
を
求
め
た
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
Ｄ
と
し
て
は
本
件
債
務
の
弁
済
期
以
前
に
所
論
債
務
の
う
ち
に
Ｄ
の
Ｘ
に
対
す
る
缶
代
金
債
権
と
差
引
勘
定
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る

も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
こ
れ
を
心
配
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。﹂

　
︻
判
旨
︼﹁
相
殺
禁
止
の
特
約
に
お
い
て
は
、
自
働
、
受
働
各
債
権
が
い
ず
れ
も
特
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
特

約
の
当
時
相
殺
適
状
に
あ
る
債
権
に
つ
い
て
の
み
な
し
う
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
﹂﹁
原
判
決
の
所
論
解
釈
を
な
し
た
根
拠

は
、
現
金
払
と
い
う
文
字
に
は
常
に
相
殺
禁
止
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
金
払
の
表
現
を
用
い
た
合
意
が
な
さ
れ
た
判
示
事
情

か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
合
意
は
、
通
常
支
払
方
法
と
し
て
な
さ
れ
る
現
金
払
か
手
形
払
か
の
約
定
の
意
味
を
こ
え
、
必
ず
現
実
に
現
金
を
も
っ
て
弁

済
を
履
行
す
る
こ
と
を
約
し
た
も
の
と
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
し
て
相
殺
禁
止
の
特
約
を
内
容
と
す
る
も
の
と
解
釈
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
経
験
則
上
許
さ
れ
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
か
ら
、
所
論
は
理
由
が
な
い
。﹂﹁
民
法
五
〇

五
条
二
項
の
規
定
は
特
約
当
事
者
間
に
弁
済
が
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
く
、
ま

た
右
特
約
は
弁
済
の
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
も
い
い
え
な
い
。
さ
ら
に
本
件
に
お
い
て
も
、
現
金

払
の
表
現
を
用
い
た
合
意
を
相
殺
禁
止
の
特
約
を
内
容
と
す
る
も
の
と
解
す
る
に
あ
た
り
、
多
数
の
不
渡
手
形
の
発
生
ま
た
は
倒
産
の
よ
う
な
場

合
を
除
外
し
た
と
解
す
べ
き
資
料
は
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
原
判
決
が
判
示
す
る
よ
う
に
、
右
合
意
を
な
し
た
当
時
の
Ｄ
の
経
営

状
況
、
信
用
状
態
か
ら
、
Ｄ
、
Ｙ
が
と
も
に
差
引
勘
定
の
お
そ
れ
あ
る
こ
と
を
心
配
し
、
Ｘ
は
そ
の
間
の
事
情
を
諒
承
し
て
現
金
払
を
確
約
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
合
意
は
不
渡
手
形
の
発
生
の
よ
う
な
事
態
を
予
見
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
う
に
足
る
。
従
っ
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て
ま
た
、
合
意
当
時
の
事
情
が
変
更
し
た
こ
と
に
よ
り
合
意
は
拘
束
力
を
持
た
な
く
な
っ
た
と
解
す
べ
き
何
ら
の
理
由
も
認
め
ら
れ
な
い
。
所
論

は
民
法
五
〇
五
条
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
披
歴
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
原
判
決
に
は
所
論
の
よ
う
な
法
令
な
い
し
経
験
則
の
違
反

は
認
め
ら
れ
な
い
。﹂

③
　
大
阪
高
判
昭
和
三
九
年
三
月
二
六
日
判
時
三
七
八
号
二
四
頁

　
︻
事
案
︼
Ｘ
信
用
組
合
は
、
昭
和
三
二
年
九
月
一
三
日
、
Ａ
に
対
し
金
三
〇
万
円
を
、
支
払
期
日
を
三
か
月
後
と
し
て
貸
付
け
、
Ｙ
は
Ａ
の
右

借
入
金
に
つ
き
連
帯
保
証
を
し
た
。
弁
済
期
が
到
来
し
、
Ａ
は
期
日
に
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
数
回
に
わ
た
り
Ｘ
か
ら
支
払
い
の
延
期
を
承

認
し
て
も
ら
っ
た
が
、
昭
和
三
四
年
七
月
二
〇
日
、
Ａ
は
Ｘ
に
対
し
、
Ａ
が
Ｘ
に
対
し
有
し
て
い
た
預
金
債
権
と
借
受
金
債
務
と
を
対
当
額
で
相

殺
す
る
意
思
表
示
を
し
た
。
そ
の
時
点
で
、
両
債
権
は
相
殺
適
状
に
あ
っ
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
貸
金
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
Ｙ
は
Ａ
の
相

殺
に
よ
り
債
務
が
消
滅
し
て
い
る
と
い
う
抗
弁
を
主
張
し
た
が
、
Ｘ
は
こ
の
相
殺
の
無
効
を
主
張
し
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁（
約
定
書
に
よ
れ
ば
）
Ｘ
と
Ａ
間
に
お
い
て
本
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
債
務
者
本
人
の
Ｘ
に
対
す
る
預
金
そ
の
他
の
一
切
の
債
権

を
担
保
に
供
し
た
も
の
と
し
て
適
宜
処
分
し
て
借
用
金
の
弁
済
に
充
当
せ
ら
れ
て
も
異
議
な
き
も
の
と
す
る
旨
の
約
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
が
、
右
約
定
は
、
債
務
不
履
行
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｘ
側
が
債
務
者
の
預
金
そ
の
他
の
債
権
を
借
用
金
債
務
に
充
当
し
う
る
権
限
を

付
与
す
る
趣
旨
に
過
ぎ
ず
、
Ｘ
が
右
預
金
を
右
約
定
に
よ
り
処
分
す
る
以
前
に
お
い
て
債
務
者
本
人
が
Ｘ
に
対
す
る
債
務
の
た
め
に
相
殺
す
る
旨

の
意
思
表
示
を
な
す
こ
と
ま
で
も
禁
止
す
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
Ｘ
の
右
主
張
は
理
由
が
な
い
。﹂

④
　
青
森
地
裁
弘
前
支
判
昭
和
四
三
年
四
月
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
七
四
頁

　
︻
事
案
︼
農
業
用
資
材
等
の
販
売
業
者
Ｘ
は
、
昭
和
三
九
年
一
月
、
同
業
の
Ｙ
に
穀
用
か
ま
す
一
七
万
枚
を
売
り
渡
し
た
と
し
て
、
そ
の
代
金

一
一
〇
五
万
円
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、Ｙ
は
、引
渡
し
を
受
け
た
か
ま
す
の
数
量
不
足
と
瑕
疵
を
主
張
し
て
、代
金
減
額
を
請
求
し
、か
つ
、
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五
八
三

右
瑕
疵
の
た
め
本
来
の
転
売
価
格
よ
り
も
低
額
で
し
か
転
売
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
五
七
六
万
余
円
の
賠
償
を
請
求
し
、
か
つ
、
右
損

害
賠
償
請
求
権
を
自
働
債
権
と
し
、
受
領
済
み
か
ま
す
代
金
債
権
八
三
二
万
余
円
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
主
張
し
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
の
相
殺
の

抗
弁
に
対
す
る
再
抗
弁
と
し
て
、
本
件
売
買
契
約
締
結
の
際
、
Ｘ
の
代
金
債
権
に
は
相
殺
し
な
い
旨
の
特
約
が
な
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
た
。

　
︻
判
旨
︼（
相
殺
禁
止
の
特
約
に
関
す
る
部
分
の
み
引
用
す
る
）﹁
一
応
本
件
叺か
ま
す

代
金
は
そ
れ
ま
で
の
Ｘ
Ｙ
間
の
取
引
と
は
別
個
に
決
済
さ
れ
る

約
定
の
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、・
・
・
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
Ｘ
Ｙ
間
に
お
い
て
正
常
な
取
引
が
継
続
さ
れ
て
い
る
場
合
を
前
提
に
し
た

も
の
で
あ
り
、
本
件
の
場
合
の
如
く
、
Ｘ
Ｙ
間
に
お
い
て
取
引
が
で
き
な
い
よ
う
な
異
状
な
状
態
に
な
っ
た
場
合
ま
で
も
含
む
も
の
と
は
認
め
難

く
、
そ
の
他
本
件
に
顕
れ
た
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
前
記
の
如
き
場
合
を
含
め
て
の
相
殺
禁
止
の
特
約
が
な
さ
れ
た
も
の
と
は
認
め
難
い
。
従
っ
て
、

Ｘ
の
相
殺
禁
止
の
特
約
の
主
張
は
採
用
し
な
い
。﹂

　

な
お
、
本
件
の
控
訴
審
で
あ
る
仙
台
高
裁
秋
田
支
判
昭
和
四
八
年
三
月
一
九
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
八
三
頁
も
相
殺
禁
止
特
約
に
つ
い
て

は
原
審
（
第
一
審
）
と
同
じ
判
断
を
下
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
は
上
告
さ
れ
、
上
告
審
判
決
は
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
民
集
二

九
巻
二
号
一
六
八
頁
で
あ
る
が
、
相
殺
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
判
示
し
て
い
な
い
。

⑤
　
東
京
地
判
昭
和
四
四
年
一
〇
月
四
日
判
時
五
八
六
号
七
一
頁

　
︻
事
案
︼
Ｙ
銀
行
と
訴
外
Ａ
と
の
間
に
、
昭
和
四
〇
年
七
月
一
二
日
、
Ｙ
が
Ａ
に
立
退
料
二
百
万
円
を
支
払
い
、
Ａ
は
こ
れ
を
受
領
す
る
の
と

引
換
え
に
甲
乙
二
棟
の
建
物
か
ら
退
去
し
て
明
け
渡
す
旨
の
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
。
他
方
、Ｙ
と
Ａ
と
の
間
に
、昭
和
三
三
年
六
月
二
六
日
、

Ｙ
と
訴
外
Ｂ
社
と
の
間
の
銀
行
取
引
契
約
に
よ
り
Ｂ
が
Ｙ
に
対
し
て
負
担
す
る
一
切
の
債
務
に
つ
き
Ａ
が
連
帯
保
証
す
る
旨
の
契
約
が
成
立
し

た
。
そ
し
て
、
Ｙ
は
昭
和
四
〇
年
七
月
二
七
日
当
時
、
Ａ
に
対
し
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
七
日
に
弁
済
期
が
到
来
し
た
二
百
万
円
の
連
帯
保
証

債
権
を
有
し
て
い
た
。
Ｘ
は
、
昭
和
四
〇
年
七
月
二
〇
日
、
上
記
立
退
料
債
権
二
百
万
円
に
つ
き
、
仮
差
押
命
令
を
申
請
し
、
同
命
令
は
Ｙ
及
び
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Ａ
に
送
達
さ
れ
た
。
Ｙ
は
、
昭
和
四
〇
年
七
月
二
七
日
、
Ａ
に
対
し
右
連
帯
保
証
債
権
と
本
件
和
解
に
基
づ
く
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
債
権
と
を
相
殺

す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。
な
お
、
上
記
和
解
が
成
立
し
た
際
、
Ｙ
Ａ
間
に
お
い
て
、
右
和
解
に
基
づ
い
て
Ｙ
が
Ａ
に
支
払
う
べ
き
二
百
万
円

は
Ｙ
主
張
の
連
帯
保
証
債
権
で
相
殺
す
る
こ
と
な
く
現
実
に
支
払
う
旨
の
合
意
が
成
立
し
て
い
た
。
Ｘ
は
こ
の
合
意
に
基
づ
き
、
Ｙ
の
相
殺
の
意

思
表
示
は
効
力
を
生
じ
な
い
と
主
張
し
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
本
件
和
解
に
よ
り
Ｙ
が
Ａ
に
支
払
う
べ
き
金
二
百
万
円
は
、
本
件
和
解
成
立
当
時
Ａ
の
居
住
し
て
い
た
甲
乙
建
物
を
Ａ
が
Ｙ
に
対
し

て
明
渡
す
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
移
転
料
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
本
件
和
解
成
立
の
と
き
、・
・
・
Ｙ
は
Ａ
に
対
し
右
二
百
万
円

を
相
殺
す
る
こ
と
な
く
現
実
に
支
払
う
旨
の
合
意
が
成
立
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
Ｘ
の
仮
差
押
に
よ
っ
て
Ａ
が
現
実
に

二
百
万
円
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
き
で
も
Ｙ
は
相
殺
し
な
い
趣
旨
の
合
意
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
合
意
は
Ｙ
主

張
の
相
殺
の
効
果
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
（
東
京
控
訴
院
判
昭
和
九
年
一
一
月
三
〇
日
新
聞
三
八
〇
六
号
一
三
頁
参
照
）。
そ
し
て
、
Ｙ
の
Ａ

に
対
す
る
前
記
連
帯
保
証
債
権
の
取
得
時
期
お
よ
び
そ
の
弁
済
期
の
到
来
が
Ｘ
の
前
記
仮
差
押
前
で
あ
る
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
か

ら
、
Ｙ
は
そ
の
相
殺
の
効
果
を
Ｘ
に
対
抗
で
き
る
。﹂

　

本
判
決
に
つ
い
て
、
山
崎
良
子
は
次
の
よ
う
に
評
す
る
。﹁
当
事
者
は
、
現
実
の
給
付
を
受
け
る
必
要
か
ら
、
そ
の
目
的
の
達
成
に
必
要

な
範
囲
に
お
い
て
の
み
右
の
よ
う
な
特
約
（
引
用
者
注
：
相
殺
禁
止
特
約
の
こ
と
）
を
結
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
差
押

等
に
よ
り
、
債
務
者
の
一
方
が
現
実
の
給
付
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
特
約
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
も

特
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
合
理
的
意
思
に
反
す
る
結
果
と
な
ろ
う
。・
・
・
Ａ
は
Ｙ
銀
行
か
ら
移
転
料
を
現
金
で

受
領
す
る
こ
と
に
よ
り
、
容
易
に
移
転
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
、
Ｙ
銀
行
は
Ａ
に
移
転
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
の
移
転
を
受
け
て
速

や
か
に
建
物
の
明
渡
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
特
約
を
結
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。・
・
・
そ
う
す
る
と
、
Ｘ
の
仮
差
押
に
よ
り
、
Ａ
が

移
転
料
を
受
領
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
も
、
特
約
に
拘
束
さ
れ
、
相
殺
で
き
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
合
理
的
意
思
に
合
致
し
な

い
も
の
と
考
え
る
﹂）
（₃
（

。
本
件
も
、
そ
の
引
用
す
る
前
掲
東
京
控
訴
院
判
昭
和
九
年
一
一
月
三
〇
日
（
①
）
と
同
様
に
、
目
的
不
到
達
に
よ
る
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八
五

特
約
上
の
債
権
の
消
滅
の
事
例
で
あ
る
。

⑥
　
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
三
月
一
五
日
判
時
六
三
九
号
九
五
頁

　
︻
事
案
︼
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
四
百
万
円
の
債
務
を
負
担
し
、
そ
の
担
保
と
し
て
、
自
己
所
有
の
宅
地
と
地
上
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
。
右
債

務
中
の
相
当
部
分
は
比
較
的
高
利
の
利
息
を
元
本
に
組
み
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
Ｙ
が
右
抵
当
不
動
産
を
自
ら
競
落
し
て
転
売
す
れ
ば
、

債
権
額
を
全
額
回
収
で
き
る
見
込
み
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｙ
は
、
Ｘ
が
債
権
額
を
争
う
な
ど
の
異
議
申
立
を
せ
ず
に
競
売
手
続
の
進
行
、
終
結
に
協

力
す
る
な
ら
ば
、
Ｘ
に
対
し
て
見
舞
金
五
〇
万
円
を
支
払
う
旨
約
束
し
て
い
た
。
競
売
手
続
終
了
後
、
Ｘ
は
Ｙ
に
五
〇
万
円
の
支
払
い
を
請
求
し

て
本
訴
を
提
起
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
別
口
の
六
〇
万
円
の
約
束
手
形
金
債
権
を
Ｘ
に
対
し
て
有
す
る
と
し
て
、
こ
の
債
権
と
対
当

額
で
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
す
る
債
権
の
残
額
が
あ
っ
て
も
一
切
そ
れ
を
放
棄
し
て
現
実
に
五
〇
万
円
を

支
払
う
旨
約
し
た
の
だ
か
ら
、
相
殺
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
Ｙ
と
し
て
は
、
右
の
競
売
に
お
け
る
自
己
の
競
落
と
こ
れ
に
続
く
物
件
の
売
却
に
よ
っ
て
全
債
権
の
満
足
を
計
り
得
る
も
の
と
考
え
、

従
っ
て
本
件
契
約
の
時
ま
で
は
残
債
権
の
行
使
な
ど
は
念
頭
に
な
く
、
本
件
契
約
の
五
〇
万
円
を
現
実
に
支
払
う
意
思
で
あ
っ
た
こ
と
、
又
原
告

側
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
前
提
と
期
待
の
も
と
に
異
議
権
の
放
棄
を
約
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
推
認
す
る
の
に
充
分
で
あ
り
、
黙
示
的
に
も
せ
よ

両
者
間
に
こ
の
五
〇
万
円
が
現
実
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
合
意
が
成
立
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
合
意
は
、
民
法
五
〇
五
条

二
項
に
い
う
﹁
反
対
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
場
合
﹂
に
該
る
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
Ｙ
主
張
の
相
殺
は
、
自
働
債
権
が
Ｘ
主

張
の
競
落
に
よ
る
満
足
又
は
放
棄
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
相
殺
禁
止
の
特
約
に
よ
り
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。﹂

⑦
　
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
二
七
日
労
働
関
係
民
事
裁
判
例
集
二
八
巻
五
・
六
号
四
五
四
頁
、
判
時
八
七
三
号
一
〇
三
頁

　
︻
事
案
︼
Ｙ
は
石
油
精
製
会
社
、
Ｘ
は
昭
和
四
〇
年
、
Ｙ
社
の
従
業
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
労
働
組
合
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
昭
和
四
五
年
一
月
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二
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二
六
日
、Ｙ
社
と
の
間
で
組
合
費
を
毎
月
給
与
か
ら
控
除
す
る
、い
わ
ゆ
る
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
協
定
を
締
結
し
た
。
Ｙ
は
、昭
和
四
七
年
一
月
、二
月
、

四
月
、五
月
、六
月
の
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
組
合
費
の
一
部
を
組
合
に
交
付
し
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
こ
の
未
払
金
額
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

Ｙ
は
、
Ｘ
が
Ｙ
社
社
屋
に
行
っ
た
ビ
ラ
貼
付
を
不
法
行
為
と
し
て
、
Ｘ
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
と
し
、
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
を

自
働
債
権
と
し
、
Ｘ
が
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
協
定
に
基
づ
い
て
Ｙ
に
対
し
て
有
す
る
控
除
組
合
費
の
支
払
請
求
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
主
張
し

た
。
第
一
審
（
横
浜
地
裁
川
崎
支
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
七
日
労
働
関
係
民
事
裁
判
例
集
二
八
巻
五
・
六
号
四
六
三
頁
）
は
、
両
債
権
が
同
種

の
目
的
を
有
す
る
債
権
で
は
な
い
と
し
て
相
殺
を
認
め
な
か
っ
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
Ｙ
が
相
殺
に
供
し
よ
う
と
す
る
自
働
債
権
は
、
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
権
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
受
働

債
権
は
、・
・
・
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
協
定
に
基
づ
き
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
賃
金
か
ら
控
除
し
た
組
合
費
相
当
額
の
交
付
請
求
権
で
あ
る
が
、
そ
の
請
求

権
は
Ｘ
の
組
合
員
た
る
従
業
員
が
有
す
る
賃
金
請
求
権
の
一
部
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
が
自
己
の
所
属
す
る
組
合
に
組
合
費
と
し
て
現
実
に
納
付
さ

れ
る
よ
う
に
そ
の
受
領
の
代
理
権
を
Ｘ
に
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
、
相
殺
等
そ
れ
以
外
の
履
行
方
法
に
よ
っ

て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
つ
き
何
ら
の
特
約
の
存
在
を
認
む
べ
き
証
拠
が
な
い
以
上
、
右
協
定
の
解
釈
上
相
殺
を
認
め
な
い
趣
旨
と
解
す
べ
き

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
事
者
が
相
殺
に
つ
き
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
（
民
法
五
〇
五
条
二
項
本
文
）
に
該
当
し
、
Ｙ
の
主
張
す
る
債
権

を
も
っ
て
Ｘ
が
本
訴
に
お
い
て
請
求
す
る
債
権
と
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂

　

本
件
に
つ
い
て
は
、
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
協
定
の
法
的
性
格
等
を
含
め
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
労
働
法
特
有
の
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ

る
こ
と
が
西
村
健
一
郎
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）
（₄
（

。
相
殺
禁
止
特
約
と
は
別
個
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、

西
村
は
﹁
控
除
組
合
費
の
一
括
交
付
を
め
ぐ
っ
て
組
合
と
使
用
者
と
の
間
で
生
じ
て
い
る
問
題
を
賃
金
の
全
額
払
と
い
っ
た
直
接
個
々
の
労

働
者
と
使
用
者
、
あ
る
い
は
労
働
組
合
と
の
間
で
妥
当
す
る
原
則
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る
点
で
あ
る
。・
・
・
控
除
さ
れ
た
組
合
費
相
当

額
の
交
付
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
組
合
費
を
組
合
活
動
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
不
可
欠
の
財
源
と
す
る
組
合
の
財
政
確
保
と
い
っ
た
賃
金
全
額
払
原

則
と
は
異
な
る
次
元
の
要
請
を
含
む
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
合
保
障
の
一
環
と
し
て
の
こ
の
組
合
財
政
の
確
保
の
点
か
ら
、﹃
現
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二
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実
に
組
合
財
政
の
な
か
に
組
合
費
が
充
当
さ
れ
る
べ
き
こ
と
﹄
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
相
殺
の
可
否
が
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹂
と
す
る
。
さ
ら
に
、
原
判
決
が
判
示
し
た
よ
う
に
、
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
協
定
に
基
づ
い
て
﹁﹁
会
社
の
一
般
財
産
か

ら
区
別
さ
れ
て
い
る
金
額
を
［
組
合
］
に
交
付
す
る
﹂
債
務
は
、
い
わ
ば
組
合
費
取
立
事
務
処
理
の
債
務
で
あ
っ
て
、
役
務
（
サ
ー
ビ
ス
）

の
提
供
に
関
す
る
債
務
で
あ
る
﹂
か
ら
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
と
い
う
金
銭
債
務
と
性
質
上
相
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
﹂
し
、﹁
組
合
費
支
払
に
関
す
る
債
権
債
務
の
関
係
は
、
組
合
と
組
合
員
と
の
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
使
用
者
が
組
合
に
対
し
て
も

つ
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
、
相
対
立
す
る
と
い
う
相
殺
の
基
本
的
要
件
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
相
殺
の
要
件
で
あ
る
両
債
権

の
同
種
性
も
相
互
性
も
欠
い
て
い
る
と
述
べ
る
。

⑧
　
東
京
地
判
平
成
一
五
年
九
月
二
二
日LLI/D
B

判
例
秘
書L05833850

　
︻
事
案
︼
Ｘ
と
Ｙ
社
は
、
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
七
日
、
Ｘ
が
Ｙ
に
特
定
の
物
件
を
リ
ー
ス
（
賃
貸
）
し
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
リ
ー
ス
料
を
一
回

当
た
り
四
三
万
余
円
及
び
消
費
税
相
当
額
二
万
余
円
、合
計
四
五
万
余
円
を
六
〇
回
支
払
う
旨
の
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
契
約
に
は
、﹁
カ

　

Ｙ
社
は
、
本
件
契
約
に
基
づ
く
債
務
を
、
Ｘ
又
は
Ｘ
の
承
継
人
に
対
す
る
債
権
を
も
っ
て
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂
と
い
う
条
項
が
あ

っ
た
。
Ｙ
は
、
平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
、
Ｘ
に
対
し
、
医
療
機
器
二
台
を
代
金
三
一
五
〇
万
円
で
売
却
し
た
。
Ｙ
は
、
同
年
五
月
二
一
日
到
達

の
書
面
で
、
こ
の
売
買
代
金
の
残
代
金
一
九
〇
〇
万
余
円
の
売
買
代
金
債
権
を
自
働
債
権
と
し
、
Ｘ
が
平
成
一
四
年
四
月
二
三
日
現
在
、
Ｙ
に
対

し
て
有
す
る
リ
ー
ス
料
債
権
八
六
二
万
余
円
を
受
働
債
権
と
し
、両
者
を
対
当
額
で
相
殺
す
る
旨
通
知
し
た
。こ
の
相
殺
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
Ｙ
は
、
Ｘ
Ｙ
間
の
取
引
関
係
が
継
続
的
取
引
で
あ
り
、
継
続
的
取
引
の
当
事
者
間
に
お
い
て
は
相
殺
禁
止
特
約
の
適
用
が
な
い
旨
主

張
す
る
。
本
件
契
約
が
継
続
的
取
引
の
一
環
の
取
引
で
あ
る
か
否
か
は
措
く
と
し
て
、
相
殺
禁
止
特
約
は
、
リ
ー
ス
料
債
権
の
確
実
且
つ
現
実
の

支
払
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
同
特
約
は
、
特
に
、
継
続
的
取
引
が
あ
っ
て
リ
ー
ス
料
債
権
の
反
対
債
権
が

発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
当
事
者
間
に
お
い
て
こ
そ
意
味
の
あ
る
特
約
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
継
続
的
取
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二
五
八
八

引
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
に
お
い
て
も
相
殺
禁
止
特
約
は
適
用
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。﹂

⑨
　
東
京
地
判
平
成
一
六
年
二
月
一
九
日LLI/D

B

判
例
秘
書L05930683

　
︻
事
案
︼
後
に
解
散
し
た
Ｙ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
劣
後
ロ
ー
ン
と
し
て
二
五
億
円
を
弁
済
期
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
の
約
定
で
貸
し
付
け
て

い
た
Ｘ
が
（
Ｘ
は
、他
方
で
、Ｙ
か
ら
劣
後
ロ
ー
ン
と
し
て
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
た
が
、後
に
更
生
手
続
に
お
い
て
そ
の
全
額
を
免
除
さ
れ
た
。）、

当
該
貸
金
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
劣
後
ロ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
無
担
保
ロ
ー
ン
に
よ
る
別
件
貸
付
金
返
還

請
求
権
と
対
当
額
で
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
別
件
貸
付
に
つ
い
て
は
、
別
件
貸
付
契
約
に
お
い
て
別
紙
4
の
よ
う
な
劣
後
特
約
（
相
殺
禁
止
特
約
を
含
む
。）
が
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
三
日
、
債
務
者
で
あ
る
Ｘ
に
つ
き
更
生
手
続
開
始
の
決
定
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
紙
4
の
（2）
掲
記
の

停
止
条
件
が
成
就
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
元
利
金
の
支
払
請
求
権
の
効
力
が
一
旦
停
止
し
、
相
殺
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
い

う
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
相
殺
の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
同
年
一
二
月
一
五
日
の
時
点
で
当
該
停
止
条
件
が
成
就
し
て
い
た
こ
と
の
主
張
、
立
証
は
な

く
、
か
え
っ
て
、
そ
の
後
の
平
成
一
三
年
四
月
二
日
、
別
件
貸
付
の
債
務
の
全
額
免
除
を
含
む
内
容
の
更
生
計
画
の
認
可
の
決
定
が
さ
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
相
殺
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂

⑩
　
東
京
地
判
平
成
一
六
年
六
月
一
日
金
法
一
七
四
七
号
九
一
頁

　
︻
事
案
︼
Ｘ
生
命
保
険
相
互
会
社
は
、
平
成
元
年
一
一
月
三
〇
日
、
Ａ
リ
ー
ス
会
社
に
対
し
、
五
億
円
を
貸
し
付
け
た
。
Ｘ
と
Ａ
は
、
同
日
、

両
者
間
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
き
Ａ
が
Ｘ
に
対
し
て
現
在
又
は
将
来
負
担
す
る
一
切
の
債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
た
め
、
Ａ
が
第
三
者
に

対
し
て
現
在
お
よ
び
将
来
有
す
る
一
切
の
貸
金
債
権
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
一
切
の
債
権
等
を
譲
渡
す
る
集
合
債
権
譲
渡
契
約
を
締
結
し
た
。
同

契
約
に
お
い
て
、
Ｘ
は
Ａ
に
対
し
、
譲
り
受
け
た
貸
金
債
権
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
委
任
し
、
Ａ
は
Ｂ
に
対
し
、
上
記
貸
金
債
権
の
取
立
を
再
委
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任
す
る
旨
、
合
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
平
成
二
年
一
月
三
〇
日
か
ら
同
年
一
〇
月
三
〇
日
に
か
け
て
、
Ａ
に
対
し
て
合
計
二
五
億
円

を
貸
し
付
け
た
。
Ａ
は
、
平
成
三
年
八
月
二
九
日
、
親
会
社
の
会
社
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
に
伴
い
、
経
営
危
機
に
陥
り
、
そ
れ
以
降
、
各
債

権
者
と
の
間
で
再
建
と
弁
済
に
つ
い
て
協
議
を
開
始
し
た
。
Ａ
は
平
成
四
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
、Ｘ
や
Ｙ
信
託
銀
行
を
含
む
債
権
者
三
二
社
（
以

下
、﹁
協
定
債
権
者
﹂）
と
の
間
で
、
Ａ
が
各
協
定
債
権
者
に
譲
渡
し
た
債
権
（
以
下
、﹁
協
定
債
権
﹂）
の
弁
済
を
受
け
た
場
合
、
そ
れ
を
各
協
定

債
権
者
に
支
払
う
旨
の
協
定
（
以
下
、﹁
基
本
協
定
﹂）
を
締
結
し
た
。
平
成
一
三
年
七
月
、
Ａ
は
、
各
協
定
債
権
者
に
対
し
、
各
協
定
債
権
者
が

Ａ
に
対
し
有
す
る
債
権
を
第
三
者
が
一
括
し
て
買
い
取
る
方
法
に
よ
る
自
主
再
建
策
を
検
討
し
て
お
り
、
そ
の
買
取
価
格
査
定
の
た
め
に
、
基
本

協
定
に
基
づ
く
支
払
を
同
年
七
月
分
か
ら
お
お
む
ね
三
か
月
間
停
止
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
。
Ｙ
は
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
四
日
、
Ａ
に
対
し
、

Ｙ
と
Ａ
と
の
間
の
基
本
協
定
を
解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
、
Ａ
に
対
す
る
貸
金
債
権
を
自
働
債
権
、
Ｙ
信
託
銀
行
に
開
設
さ
れ
た
Ａ
名
義
の

普
通
預
金
口
座
に
係
る
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。
し
か
し
、
Ｘ
は
、
そ
の
口
座
預
金
の
う
ち
の
四
二
三

三
万
余
円
は
、
Ｘ
が
Ａ
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
債
権
に
つ
き
Ａ
が
取
り
立
て
て
回
収
し
た
弁
済
金
を
原
資
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｘ
は
本
件
預
金
債

権
の
出
捐
者
又
は
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
者
で
あ
り
、
Ｘ
に
帰
属
す
る
と
主
張
し
て
、
主
位
的
に
預
金
払
戻
請
求
、
予
備
的
に
Ｙ
の
相
殺
の
無
効
に

よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
を
行
っ
た
。

　
︻
判
旨
︼（
本
件
預
金
債
権
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
預
金
者
を
Ａ
と
認
定
し
、
預
金
債
権
は
、
Ｘ
が
Ａ
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
貸
金
債
権
の
弁
済
金

を
原
資
と
す
る
本
件
預
金
債
権
も
含
め
て
、
Ａ
に
帰
属
す
る
と
判
示
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。）﹁
Ｘ
は
、
基
本
協
定
に
基
づ
き
、

Ａ
に
対
し
て
一
定
額
の
支
払
請
求
権
を
取
得
す
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
預
金
債
権
に
つ
い
て
、
一
般
債
権
者
と
し
て
の
立
場
を
超
え
て
、

優
先
弁
済
を
受
け
る
べ
き
実
体
的
権
利
を
取
得
す
る
も
の
と
ま
で
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
よ
る
本
件
預
金
債
権
の

相
殺
に
よ
っ
て
、
民
法
七
〇
三
条
に
い
う
損
失
を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂﹁
Ａ
は
、
親
会
社
で
あ
る
Ｂ
の
会
社
更
生
手
続
開
始
の
申

立
て
に
伴
う
経
営
危
機
か
ら
の
再
建
を
企
図
し
て
、
協
定
債
権
者
三
二
社
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
内
容
の
基
本
協
定
を
締
結
し
た
こ
と
、

各
基
本
協
定
は
、
す
べ
て
の
協
定
債
権
者
と
の
間
で
基
本
協
定
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
を
そ
の
効
力
発
生
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
、
Ｙ
は
、
協
定

債
権
者
の
う
ち
の
一
社
で
あ
る
と
と
も
に
、
Ｙ
に
開
設
さ
れ
た
本
件
口
座
に
は
、
基
本
協
定
に
従
っ
て
、
Ｘ
及
び
Ｙ
を
含
む
協
定
債
権
者
数
社
に
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対
す
る
弁
済
原
資
が
入
金
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
事
実
に
か
ん
が
み
る
な
ら
ば
、
Ｙ
は
、
基
本
協
定
が
有
効
に
解
除
さ
れ
な

い
限
り
、
本
件
口
座
に
基
本
協
定
に
従
っ
た
弁
済
の
原
資
が
入
金
さ
れ
る
他
の
協
定
債
権
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
信
義
則
上
、
自
己
の
Ａ
に

対
す
る
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
、
本
件
口
座
に
係
る
預
金
債
権
を
相
殺
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
仮
に
Ｙ
が
相
殺
の
意
思
表
示
を
し
て

も
、
そ
の
効
力
は
生
じ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。﹂
そ
の
う
え
で
、
本
件
に
お
い
て
、﹁
Ｙ
は
、
Ａ
に
対
し
て
基
本
協
定
を
解
除
す

る
と
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で
は
、
Ｙ
に
よ
る
基
本
協
定
の
解
除
は
有
効
で
あ
り
、
Ｙ
が
本
件
預
金
債

権
を
相
殺
し
た
こ
と
が
基
本
協
定
に
反
し
、
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂

　

こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
直
接
に
相
殺
禁
止
を
目
的
と
し
た
特
約
が
結
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
基
本
協
定
を
締
結
し
て
い
る
以
上
、

信
義
則
上
の
義
務
と
し
て
相
殺
禁
止
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

⑪
　
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
五
月
三
〇
日LLB

/D
B

判
例
秘
書L06331322

　
︻
事
案
︼（
事
実
関
係
の
う
ち
、
相
殺
の
点
の
み
に
限
定
し
て
記
す
。
貸
金
債
権
と
の
相
殺
の
有
効
性
が
問
題
と
な
っ
た
。）（
争
い
の
な
い
事
実
）

の
う
ち
（
9
）
に
﹁
本
件
営
業
譲
渡
契
約
書
に
は
、
以
下
の
趣
旨
の
記
載
が
あ
る
。
ア　

Ｙ
の
Ｘ
か
ら
の
借
入
金
で
あ
る
五
二
三
三
万
二
八
〇
三

円
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
八
年
八
月
一
五
日
ま
で
に
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
て
そ
の
全
額
を
現
金
に
て
返
済
す
る
も
の
と
す
る
。﹂
と
あ
る
。

　
︻
判
旨
︼﹁
上
記
争
い
の
な
い
事
実
等
（
9
）
ア
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
と
Ｙ
は
、
本
件
金
銭
消
費
貸
借
に
基
づ
く
貸
付
金
の
﹁
全
額
を
現
金
に
て
﹂
弁

済
す
る
と
の
合
意
を
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
金
で
支
払
う
と
の
文
言
を
も
っ
て
、
直
ち
に
相
殺
禁
止
の
合
意
が
あ
る
と
読
み
取

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
他
Ｘ
と
Ｙ
が
相
殺
禁
止
の
合
意
を
し
た
も
の
と
推
認
さ
せ
る
に
足
り
る
事
実
は
な
い
か
ら
、
本
件
貸
付
金
の
返
済

に
つ
き
相
殺
禁
止
の
合
意
を
し
た
と
の
Ｘ
の
主
張
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂
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⑫
　
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
七
月
三
〇
日
金
法
一
八
五
五
号
四
〇
頁

　
︻
事
案
︼
Ａ
社
（
商
品
取
引
受
託
業
者
）
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
、
Ｙ
銀
行
と
預
金
契
約
を
締
結
し
、
商
品
取
引
責
任
準
備
金
積
立
て

の
た
め
の
専
用
口
座
と
し
て
、
普
通
預
金
口
座
を
開
設
し
た
。
平
成
一
九
年
九
月
七
日
、
Ａ
は
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
、
商
品
取
引
員
の
資

格
を
喪
失
し
た
。
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
〇
日
当
時
の
本
件
口
座
の
預
金
残
高
は
、
三
一
四
三
万
五
一
六
〇
円
で
あ
り
、
Ｙ
銀
行
は
、
Ａ
に
対
し
、

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
付
の
特
別
当
座
貸
越
契
約
に
基
づ
き
、
少
な
く
と
も
三
一
四
三
万
五
一
六
〇
円
の
貸
金
債
権
を
有
し
て
い
た
。
Ｙ
は
、

平
成
一
九
年
一
〇
月
一
〇
日
、
Ａ
社
破
産
管
財
人
Ｘ
に
対
し
、
本
件
貸
金
債
権
を
自
働
債
権
と
し
、
同
日
時
点
に
お
け
る
本
件
口
座
に
係
る
預
金

債
権
を
受
働
債
権
と
し
て
、
対
当
額
で
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。
こ
の
相
殺
の
有
効
性
が
争
点
と
な
っ
た
が
、
相
殺
の
効
力
を
否
定
す

る
論
拠
の
う
ち
に
、
相
殺
禁
止
特
約
が
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
Ｘ
は
、
商
品
取
引
所
法
二
二
一
条
二
項
が
商
品
取
引
責
任
準
備
金
積
立
て
の
た
め
の
専
用
口
座
に
係
る
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
し

て
相
殺
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
を
含
む
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
法
二
二
一
条
は
、
そ
の
文
言
上
、
商
品
取
引
員
に
対
し
て
商
品
取
引
責

任
準
備
金
の
目
的
外
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
当
該
商
品
取
引
員
が
商
品
取
引
責
任
準
備
金
を
積
み
立
て
る
た
め
に
指
定
金
融
機
関

に
開
設
し
た
専
用
口
座
に
係
る
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
法
は
、
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
積
立
て
の
方
法
自
体
に
つ
い
て
は
、
何
ら
規
定
し
て
お
ら
ず
、
政
令
等
に
委
任
す
る
旨
の
規

定
も
置
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
二
二
一
条
二
項
が
、
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
積
立
て
の
方
法
と
し
て
商
品
取
引
員
が
金
融
機
関
に
開

設
し
た
預
金
口
座
に
預
金
す
る
方
法
で
積
み
立
て
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
当
該
金
融
機
関
が
当
該
預
金
口
座
に
係
る
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と

し
て
相
殺
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
無
理
な
面
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。・
・
・
法
二
二
一
条

二
項
は
、
指
定
金
融
機
関
が
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
積
立
て
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
専
用
口
座
に
係
る
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
し
、
当
該
商

品
取
引
員
に
対
す
る
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
、
相
殺
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
を
含
む
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。・
・
・
Ａ

と
Ｙ
と
が
、
本
件
預
金
契
約
締
結
の
際
又
は
そ
の
後
に
お
い
て
、
本
件
預
金
債
権
を
相
殺
禁
止
債
権
と
す
る
旨
の
合
意
を
し
た
と
推
認
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
他
に
そ
の
よ
う
な
相
殺
禁
止
合
意
が
成
立
し
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。﹂
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九
頁

　
︻
事
案
︼
Ｙ
信
用
金
庫
に
納
税
資
金
と
し
て
別
段
預
金
（
本
件
預
金
）
を
し
て
い
た
Ｘ
が
、
Ｙ
に
対
し
、
そ
の
払
戻
し
を
求
め
た
が
、
Ｘ
が
代

表
取
締
役
で
あ
っ
た
甲
乙
二
社
に
対
す
る
Ｙ
の
貸
金
債
権
に
つ
い
て
Ｘ
が
連
帯
保
証
債
務
（
本
件
債
務
）
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｙ
が
、

本
件
債
務
と
本
件
預
金
債
権
と
を
対
当
額
で
相
殺
す
る
と
主
張
し
た
。
な
お
、甲
及
び
Ｘ
は
、そ
の
共
有
に
係
る
甲
社
の
本
社
工
場
の
土
地
建
物（
本

件
土
地
建
物
）
を
売
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
売
却
に
際
し
て
、
本
件
土
地
建
物
に
根
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
て
い
た
Ｙ
に
対
し
、
売
却

代
金
の
一
部
を
本
件
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
旨
を
合
意
し
て
、
根
抵
当
権
の
解
除
を
受
け
、
当
該
土
地
建
物
の
売
却
後
、
そ
の
一
部
を
本
件
債
務

の
弁
済
に
充
て
た
ほ
か
、
当
該
土
地
建
物
の
売
却
に
伴
う
Ｘ
の
譲
渡
所
得
税
及
び
甲
の
法
人
税
の
概
算
額
を
別
段
預
金
と
し
て
Ｙ
に
預
託
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
︻
判
旨
︼﹁
Ｙ
が
本
件
売
買
契
約
に
際
し
、
根
抵
当
権
の
解
除
に
応
じ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
Ｘ
か
ら
説
明
を
受
け
て
い
た
甲
乙
二
社
の
再
建
と

本
件
債
務
の
弁
済
の
正
常
化
を
期
待
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
債
務
の
一
部
弁
済
お
よ
び
本
件
預
金
の
預
託
後
、

甲
乙
二
社
及
び
Ｘ
と
Ｙ
と
が
、
本
件
債
務
の
元
本
の
返
済
期
限
及
び
利
息
の
支
払
方
法
を
変
更
す
る
旨
の
本
件
変
更
契
約
を
締
結
し
た
の
は
、
元

本
の
返
済
期
限
に
一
括
返
済
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
経
営
改
善
の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
本
件
債
務
の
貸
付
条

件
に
つ
い
て
の
協
議
を
調
え
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
一
連
の
処
理
の
中
で
預
託
さ
れ
た
本
件
預
金
に
つ
い

て
も
、
上
記
協
議
が
調
う
こ
と
が
、
Ｙ
に
お
い
て
納
税
預
金
と
し
て
預
託
を
受
け
る
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
協
議
が
調

う
限
り
に
お
い
て
は
、
本
件
債
務
と
本
件
預
金
債
権
と
を
相
殺
し
な
い
と
い
う
黙
示
の
合
意
が
あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
当
事
者
の
合
理
的
意
思
に

合
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
無
留
保
で
相
殺
禁
止
の
合
意
が
成
立
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。﹂

　

本
判
決
で
は
、
条
件
付
き
の
相
殺
禁
止
の
合
意
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
明
示
の
合
意
で
は
な
く
、
黙
示
の
合
意
と
し
て
で
あ
る
。

　

以
上
、
相
殺
禁
止
特
約
に
関
す
る
裁
判
例
を
紹
介
し
た
が
、
二
当
事
者
間
（
な
い
し
当
事
者
に
準
ず
る
者
と
の
関
係
）
で
相
殺
禁
止
特
約

の
成
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
て
、
第
三
者
と
の
三
面
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
事
案
（
②
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑪
⑫
）
が
多
く
、
第
三
者
が
関
与
し
た
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事
案
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
相
殺
禁
止
特
約
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
事
案
（
③
）
や
相
殺
禁
止
特
約
が
目
的
不
到
達
に
よ
り
消
滅

し
た
と
認
定
さ
れ
た
事
案
（
①
⑤
）
等
で
あ
り
、
民
法
五
〇
五
条
二
項
但
書
の
第
三
者
保
護
規
定
が
適
用
さ
れ
た
裁
判
例
は
見
当
た
ら
な
か

っ
た
。

六　

債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ
い
て

１　

立
法
過
程

　

債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
民
法
四
六
六
条
二
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
の
沿
革
は
、
米
倉　

明
、
池
田
真
朗

ら
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）
（（
（

の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
は
、
旧
民

法
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
、
相
殺
禁
止
持
約
の
取
扱
い
と
異
な
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

法
典
調
査
会
に
お
い
て
、
起
草
委
員
の
梅
謙
次
郎
は
、
民
法
四
六
六
条
二
項
の
起
草
趣
旨
と
し
て
、
第
一
に
、
特
約
に
よ
っ
て
債
権
譲
渡

を
禁
止
す
る
こ
と
を
明
文
で
禁
止
し
て
い
る
外
国
の
立
法
例
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、

ザ
ク
セ
ン
の
各
民
法
、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
草
案
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
を
挙
げ
、
第
二
に
、
債
権
の
譲
渡
可
能
性
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
が

な
い
が
、
解
釈
上
、
当
事
者
の
意
思
を
以
て
譲
渡
禁
止
に
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
解
さ
れ
る
立
法
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
の
民
法
及
び
旧
民
法
を
挙
げ
、
こ
の
よ
う
に
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
を
認
め
な
い
立
法
例
が
大
多
数
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

他
方
で
ス
イ
ス
債
務
法
と
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
が
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
、
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
を
認

め
る
か
否
か
は
各
国
の
慣
習
や
事
情
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
日
本
の
現
在
の
国
情
を
顧
慮
す
る
と
、
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力

を
認
め
つ
つ
、
第
二
項
を
設
け
て
善
意
の
第
三
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
し
た
と
説
明
し
て
い
る）
（（
（

。
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梅
の
挙
げ
た
立
法
例
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
確
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
明
文

の
規
定
は
な
い
。
但
し
、
日
本
の
旧
民
法
制
定
以
前
に
、
破
毀
院
は
次
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
て
い
た
。

　
破
毀
院
民
事
部
一
八
五
三
年
六
月
六
日
判
決）
（（
（

　
︻
事
案
︼
一
八
四
四
年
六
月
一
〇
日
付
の
公
正
証
書
に
よ
り
、
ピ
ュ
ー
ク
［P

uech

］
氏
は
、
一
四
〇
〇
フ
ラ
ン
と
引
き
換
え
に
、
一
八
四
三
年

の
ク
ラ
ス
の
若
い
兵
士
で
あ
る
オ
ー
リ
オ
ル
［A

uriol

］
氏
の
息
子
の
兵
役
代
理
の
義
務
を
負
う
約
束
を
し
た
。
こ
の
対
価
は
、
ピ
ュ
ー
ク
氏
の

最
終
的
な
除
隊
の
期
日
で
あ
る
七
年
後
に
、
毎
年
弁
済
期
の
到
来
す
る
法
定
利
率
で
の
利
息
と
と
も
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の

対
価
（
の
債
権
）
は
、
い
か
な
る
理
由
で
も
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
明
示
的
に
合
意
さ
れ
、
そ
れ
に
違
反
す
れ
ば
契
約
は
無
効
だ
と

さ
れ
た
。
一
八
四
五
年
六
月
二
日
付
の
私
署
証
書
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ト
［R

osenfeld

］
氏
は
、
ピ
ュ
ー
ク
氏
の
代
理
人
と
し
て
、
兵

役
代
理
の
証
書
に
お
い
て
約
定
さ
れ
た
対
価
及
び
弁
済
期
の
到
来
し
た
利
息
の
債
権
を
ゴ
ー
ド
シ
ョ
ー
［G

audechau

］
氏
に
譲
渡
し
た
。
こ
の

行
為
は
オ
ー
リ
オ
ル
氏
（
父
）
に
通
知
さ
れ
、
オ
ー
リ
オ
ル
氏
は
、
兵
役
代
理
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
ピ
ュ
ー
ク
氏
が
当
該
債
権
を
譲
渡
す
る
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
違
反
す
れ
ば
契
約
が
無
効
に
な
る
と
答
え
た
。
こ
の
返
答
は
、
ゴ
ー
ド
シ
ョ
ー
氏
が
ウ
ォ
ル
ム
ス
［W

orm
s

］

氏
に
兵
役
代
理
の
対
価
及
び
弁
済
期
の
到
来
し
た
利
息
の
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
八
四
七
年
四
月
二
日
の
令
状

に
よ
り
、
こ
の
新
し
い
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
通
知
に
よ
っ
て
、
オ
ー
リ
オ
ル
氏
は
、
兵
役
の
証
書
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
条
件
で
、
正

義
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
者
に
彼
は
支
払
う
と
答
え
、
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
証
書
に
挿
入
さ
れ
た
明
示
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
ピ
ュ
ー
ク
氏
は
自

己
の
債
権
を
譲
渡
す
る
権
利
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
遵
守
さ
せ
る
と
答
え
て
い
る
。
同
年
八
月
九
日
、
ウ
ォ
ル
ム
ス
氏
の
オ
ー
リ

オ
ル
氏
に
対
す
る
、
三
年
間
分
の
利
息
と
し
て
二
一
〇
フ
ラ
ン
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
催
告
（
支
払
命
令
）。
こ
の
催
告
に
対
す

る
オ
ー
リ
オ
ル
氏
の
異
議
申
立
て
、
及
び
、
ア
ル
ビ
裁
判
所
に
出
頭
せ
よ
と
い
う
ウ
ォ
ル
ム
ス
氏
へ
の
出
廷
命
令
、
す
な
わ
ち
、
譲
渡
不
可
能
性

を
理
由
と
す
る
異
議
申
立
て
。
一
八
四
八
年
二
月
七
日
、
異
議
申
立
て
を
認
容
し
、
訴
え
を
棄
却
す
る
判
決
。﹁
一
八
四
四
年
六
月
一
〇
日
付
の
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証
書
の
条
項
に
よ
っ
て
、
オ
ー
リ
オ
ル
氏
の
た
め
に
ピ
ュ
ー
ク
氏
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
兵
役
代
理
の
対
価
（
の
債
権
）
は
、
い
か
な
る
理
由
で

も
譲
渡
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
契
約
は
無
効
と
な
る
。
こ
の
条
項
は
、法
律
に
も
善
良
な
風
俗
に
も
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、そ
れ
は
有
効
に
約
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、当
該
証
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
対
価
が
引
き
起
こ
し
た
相
次
ぐ
譲
渡
は
、

い
か
な
る
効
果
も
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ウ
ォ
ル
ム
ス
氏
は
破
毀
申
立
て
を
行
っ
た
。

︻
判
決
︼
原
判
決
を
破
毀
す
る
。
民
法
五
四
四
条
、
一
一
七
二
条
、
一
五
九
四
条
、
一
五
九
八
条
、
六
条
参
照
。
財
産
の
自
由
な
処
分
は
、
法
の

条
文
の
精
神
、
特
に
、
民
法
五
四
四
条
、
一
五
九
四
条
、
一
五
九
八
条
に
由
来
す
る
公
序
と
公
益
の
基
準
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
人
の
意
思
の

前
で
曲
げ
ら
れ
（
揺
る
が
さ
れ
）
て
は
な
ら
な
い
。
所
有
物
（
所
有
権
）
は
、
法
律
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、

所
有
権
の
属
性
で
あ
り
本
質
的
な
性
質
で
あ
る
財
産
の
自
由
な
処
分
と
い
う
基
本
原
則
に
対
す
る
正
式
な
例
外
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
法

律
が
考
え
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
本
訴
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
兵
役
代

理
の
証
書
に
お
け
る
譲
渡
不
可
能
性
の
条
項
は
、
法
律
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
状
況
と
場
合
の
外
で
、
所
有
権
の
自
由
な
処
分
を
修
正
す
る
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
立
法
の
現
状
に
お
い
て
、
そ
の
条
項
に
依
然
と
し
て
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
を
商
取
引
の
外
に
置
く
こ
と
を
目
指

す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
は
強
制
力
を
有
し
え
な
い
。
本
件
に
お
い
て
、
債
務
者
は
そ
の
条
項
を
援
用
す
る
利
益
を
有
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
債
務
者
は
、
彼
の
た
め
に
完
全
に
履
行
さ
れ
た
兵
役
代
理
の
対
価
を
弁
済
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
債
務
者
は
、
譲

渡
人
に
弁
済
す
る
の
と
同
じ
条
件
で
譲
受
人
に
弁
済
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
（
債
務
者
）
の
立
場
は
悪
く
な
ら
な
い
し
、
債
務
者
は
い
か
な
る

異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
本
訴
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
譲
渡
不
可
能
性
の
条
項
を
強
制
力
の
あ
る
も
の
と
判
決
し
、
こ
れ
に
違

反
し
て
な
さ
れ
た
債
権
譲
渡
を
無
効
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
判
決
は
民
法
五
四
四
条
、
一
一
七
二
条
、
一
五
九
四
条
、
一
五
九
八
条
に
違
反

し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
旧
民
法
及
び
現
行
民
法
制
定
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
を
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
も
の
だ
と
し

て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
第
三
者
の
主
観
的
要
件
（
善
意
・
悪
意
）
は
、
上
記
の
判
例
で
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
特
に
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問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。

２　

第
三
者
の
善
意
の
要
件

　

民
法
四
六
六
条
二
項
但
書
は
、
譲
渡
禁
止
の
意
思
表
示
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
﹁
善
意
﹂

と
は
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
善
意
無
重
過
失
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る）
（₈
（

。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
破
毀
院
一
八
五
三
年
判
決
は
、
第
三
者
の

善
意
悪
意
を
問
題
と
せ
ず
に
保
護
し
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
次
の
よ
う
な
判
例
が
登
場
し
た
。

　
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
一
日
判
決）
（（
（

　
︻
事
案
︼
ス
ピ
［Sepi

］
社
は
、
一
九
八
一
年
一
月
二
日
の
法
律
の
方
式
に
従
っ
て
、
ス
ピ
社
が
行
っ
た
工
事
の
代
金
と
し
て
ク
レ
メ
ッ
シ
ー

［C
lem

essy

］
社
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
、
ス
カ
ル
ベ
ー
ル
・
デ
ュ
ポ
ン
［Scalbert D

upont

］
銀
行
に
一
九
九
二
年
九
月
一
五
日
付
で
譲
渡

し
た
。
ク
レ
メ
ッ
シ
ー
社
は
こ
の
債
権
譲
渡
を
承
諾
せ
ず
、
譲
受
人
に
対
し
て
給
付
の
一
般
的
条
件
の
条
項
を
抗
弁
と
し
て
主
張
し
た
。
こ
の
条

項
は
、
そ
の
契
約
当
事
者
に
、
書
面
に
よ
る
予
め
の
承
諾
な
し
に
そ
の
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ク
レ
メ
ッ
シ
ー
社
は
、

実
行
さ
れ
た
工
事
に
影
響
を
及
ぼ
す
欠
陥
を
理
由
に
ス
ピ
社
に
対
し
て
有
す
る
損
害
賠
償
債
権
と
の
相
殺
の
抗
弁
も
主
張
し
た
。

　
︻
判
旨
︼
上
告
棄
却
。
控
訴
院
（
原
審
）
が
、
ク
レ
メ
ッ
シ
ー
社
と
ス
ピ
社
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権
の
譲
受
人
で
あ
る
ス

カ
ル
ベ
ー
ル
・
デ
ュ
ポ
ン
銀
行
は
、
こ
の
契
約
の
当
事
者
で
は
な
か
っ
た
と
判
示
し
た
の
は
正
当
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
控
訴
院
が
、﹁
譲

受
人
で
あ
る
銀
行
は
、
当
該
契
約
の
中
に
存
在
す
る
承
認
条
項
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
。
但
し
譲
受
人
で
あ
る
銀
行
が
当
該
条
項
を
承
諾
し
た

場
合
は
別
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
ク
レ
メ
ッ
シ
ー
社
は
立
証
し
な
か
っ
た
﹂
と
演
繹
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
明
の
負
担
を

逆
に
す
る
こ
と
な
く
、
本
案
裁
判
官
は
上
述
の
法
文
を
正
確
に
適
用
し
た
。
上
告
理
由
に
は
根
拠
が
な
い
。
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評
釈
者
は
、
本
判
決
に
つ
い
て
、﹁
契
約
の
相
対
効
が
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
の
知
る
限
り
、
ま
ず
第
一
に
、
破
毀
院
は
、
譲
受
人

が
被
譲
渡
債
務
者
と
譲
渡
人
を
結
び
つ
け
る
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
と
い
う
限
り
で
、
譲
受
人
に
承
認
条
項
を
抗
弁
と
し
て
主
張
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
譲
受
人
に
、
譲
渡
前
に
基
本
の
契
約
の
諸
条
項
を
確
か
め
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
譲
受
人
が
当
該
条
項
を
知
っ
て
い
て
、
か
つ
、
当
該
条
項
を
承
諾
し
た
と
い
う
証
拠
を
被
譲
渡
債
務
者
が
提
出
し
た
と
き
に
は
、

解
決
は
異
な
る
べ
き
で
あ
る
。﹂
と
述
べ
て
お
り）
（₀
（

、
こ
の
評
釈
か
ら
も
、
破
毀
院
は
譲
渡
禁
止
特
約
を
悪
意
の
第
三
者
に
は
対
抗
し
得
る
と

し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
判
決
の
後
ま
も
な
く
し
て
、
こ
れ
と
は
異
な
る
判
断
を
示
す
次
の
判
決
が
登
場
し
た
。

　
破
毀
院
商
事
部
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
二
二
日
判
決）
（（
（

　
︻
判
旨
︼
債
権
譲
渡
を
承
諾
し
な
か
っ
た
被
譲
渡
債
務
者
は
、
譲
受
人
で
あ
る
銀
行
に
対
し
て
、
譲
渡
人
と
の
人
的
な
関
係
に
基
づ
く
抗
弁
を

対
抗
し
う
る
。

　

こ
の
判
決
の
事
案
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
破
毀
院
判
決
と
異
な
り
、
譲
受
人
の
善
意
悪
意
を
問
わ
ず
に
譲
渡
禁
止
特
約
を
譲

受
人
に
対
抗
し
得
る
旨
の
判
示
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
判
例
を
変
更
し
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
か
か
る
判
例
変
更
に
つ
い
て
、
こ
の

判
決
の
評
釈
者
は
、﹁
こ
の
方
向
転
換
は
、
実
務
的
に
は
一
時
的
な
射
程
距
離
し
か
有
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
、
二
〇

〇
一
年
五
月
一
五
日
の
法
律
に
由
来
す
る
商
法
典L

.442-6-Ⅱ

条
と
い
う
新
し
い
条
文
が
、
以
後
は
、﹃
製
造
業
者
、
商
人
、
実
業
家
（
企

業
経
営
者
）、
ま
た
は
職
人
の
た
め
に
・
・
・
契
約
相
手
方
に
対
し
て
、
契
約
相
手
方
が
自
己
に
対
し
て
保
持
す
る
債
権
を
第
三
者
に
対
し

て
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
・
・
・
可
能
性
に
つ
い
て
定
め
る
条
項
な
い
し
契
約
は
無
効
で
あ
る
。﹄
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。﹂
と
述

べ
て
い
る）
（₂
（

。
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上
記
の
評
釈
で
引
用
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
商
法
典L

.442-6-Ⅱ

条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　

製
造
業
者
、
商
人
、
実
業
家
（
企
業
経
営
者
）、
ま
た
は
職
業
目
録
（
職
業
台
帳
）
に
登
録
さ
れ
た
者
の
た
め
に
以
下
の
こ
と
の
可
能
性
に
つ

い
て
定
め
る
条
項
な
い
し
契
約
は
無
効
で
あ
る
。

　

a）　

割
引
（
減
免
）、
払
戻
し
（
リ
ベ
ー
ト
）、
あ
る
い
は
営
業
上
の
協
力
の
取
決
め
を
遡
及
的
に
享
受
す
る
こ
と

　

b）　

あ
ら
ゆ
る
注
文
を
出
す
の
に
先
立
っ
て
商
品
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
手
数
料
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と

　

c）　

契
約
相
手
方
に
対
し
て
、
契
約
相
手
方
が
自
己
に
対
し
て
保
持
す
る
債
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と

　

上
記
の
フ
ラ
ン
ス
商
法
典L

.442-6-Ⅱ

条C

号
が
規
定
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
は
一
定
の
属
性
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
債

権
譲
渡
禁
止
特
約
を
無
効
と
し
て
い
る
。

３　

民
法
四
六
六
条
二
項
の
改
正
案

　

民
法
四
六
六
条
一
項
は
、﹁
債
権
は
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
性
質
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。﹂

と
規
定
し
、
同
条
二
項
は
、﹁
前
項
の
規
定
は
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
意
思
表

示
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。﹂
と
規
定
す
る
。
こ
の
う
ち
、
一
項
は
民
法
改
正
法
案
四
六
六
条
に
お
い
て
も
維

持
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
文
言
に
も
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
二
項
は
、
民
法
改
正
法
案
四
六
六
条
二
項
～
四
項
と
な
り
、
次
の
よ
う

に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

　

改
正
法
案
四
六
六
条
二
項
﹁
当
事
者
が
債
権
の
譲
渡
を
禁
止
し
、又
は
制
限
す
る
旨
の
意
思
表
示
（
以
下
﹁
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
﹂
と
い
う
。）

を
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
債
権
の
譲
渡
は
、
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。﹂

　

改
正
法
案
四
六
六
条
三
項
﹁
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
知
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ら
な
か
っ
た
譲
受
人
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
し
て
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
債
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
譲
渡
人
に
対
す
る
弁
済
そ

の
他
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
事
由
を
も
っ
て
そ
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂

　

改
正
法
案
四
六
六
条
四
項
﹁
前
項
の
規
定
は
、
債
務
者
が
債
務
を
履
行
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
第
三
者
が
相
当
の
期
間
を

定
め
て
譲
渡
人
へ
の
履
行
の
催
告
を
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。﹂

　

現
行
民
法
四
六
六
条
二
項
に
お
け
る
﹁
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
﹂
は
、講
学
上
﹁
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
﹂
あ
る
い
は
﹁
譲

渡
禁
止
特
約
﹂
と
表
現
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が）
（₃
（

、
改
正
法
案
で
は
﹁
譲
渡
制
限
の
意
思
表
示
﹂
と
よ
り
緩
和
さ
れ
た
表
現
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
現
行
民
法
で
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
民
法
四
六
六
条
一
項
を
適
用
し
な
い
、
す
な
わ
ち
、﹁
債

権
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
﹁
債
権
の
譲
渡
性
を
物
権
的
に
奪
う
も
の
で
、
特
約
に
違
反
し
て
債
権

を
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
、
債
権
者
の
義
務
違
反
を
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、
悪
意
の
債
権
譲
受
人
に
対
し
て
は
債
権
移
転
の
効
果
が
生
じ

な
い
と
す
る
物
権
的
効
力
説
を
採
っ
て
い
る
﹂
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る）
（₄
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
法
案
四
六
六
条
二
項
は
、
譲
渡
制
限
特

約
が
あ
っ
て
も
、﹁
債
権
の
譲
渡
は
、
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
﹂
と
、
原
則
と
例
外
が
逆
転
し
て
お
り
、
相
対
的
効
力
説
（
債
権
的
効

力
説
）
を
採
用
し
た
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。
こ
の
相
対
的
効
力
説
（
債
権
的
効
力
説
）
と
は
、﹁
譲
渡
禁
止
特
約
は
、
債
権
者
と
債
務

者
と
の
間
で
相
対
的
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
債
権
を
発
生
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
譲
渡
禁
止
特
約
に
反
し
て
さ
れ
た
悪
意
者
に

対
す
る
債
権
譲
渡
の
原
因
で
あ
る
債
権
契
約
そ
の
も
の
は
有
効
で
あ
り
、
債
務
者
は
悪
意
の
譲
受
人
に
対
し
て
譲
渡
無
効
の
主
張
な
い
し
悪

意
の
抗
弁
を
な
し
う
る
に
す
ぎ
ず
、
譲
渡
の
承
諾
に
よ
っ
て
抗
弁
権
を
失
う
だ
け
で
あ
る
と
い
う
﹂）
（（
（

説
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
現
行
民
法
四
六
六
条
二
項
但
書
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
は
﹁
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。﹂
と
規
定
す
る
の

み
で
、﹁
重
大
な
過
失
は
悪
意
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
﹂
と
い
う
理
由
で
、
判
例
が
第
三
者
の
保
護
要
件
と
し
て
、
善

意
に
加
え
て
無
重
過
失
を
要
求
し
て
い
る
が）
（（
（

、
改
正
法
案
四
六
六
条
三
項
は
こ
の
判
例
を
明
文
化
し
て
い
る
。
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改
正
法
案
に
お
け
る
相
殺
禁
止
特
約
規
定
に
つ
い
て

　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
が
二
〇
〇
九
年
三
月
に
取
り
ま
と
め
た
﹁
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹂
は
、
相
殺
禁
止
特
約
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
改
正
を
提
案
し
て
い
た
。

　
︻3.1.3.22
︼（
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
意
思
表
示
の
効
力
）

　

相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
当
事
者
の
意
思
表
示
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
善
意
で
あ
り
、
か
つ
、
重
大
な
過
失
の
な
い
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

　

こ
の
改
正
の
提
案
趣
旨
は
、﹁
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
を
定
め
る
現
民
法
五
〇
五
条
二
項
所
定
の
規
律
を
基
本
的
に
維
持
す
る
も
の
で
あ

る
。﹂
と
さ
れ
つ
つ
、﹁
重
大
な
過
失
に
よ
り
相
殺
禁
止
特
約
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
第
三
者
は
、
悪
意
の
第
三
者
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
旨
を
表
現
す
る
法
文
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。﹂
と
も
説
明
さ
れ
て
い
た）
（₈
（

。

　

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
八
回
会
議
（
平
成
二
二
年
四
月
二
七
日
）
に
提
出
さ
れ
た
部
会
資
料
10－

２
の
四
三
頁
に
は
、

次
の
記
述
が
あ
る
。

⑶　

相
殺
禁
止
の
意
思
表
示

　

民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
は
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
は
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
当
該
意
思
表
示
は

﹁
善
意
﹂
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
善
意
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
、
善
意
で
あ
っ
て
も
重
大
な
過
失
に
よ
っ

て
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
悪
意
と
同
視
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
旨
を
条
文
上
明
確

に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　
（
補
足
説
明
）
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民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
は
、
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
は
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
当
該
意
思
表
示
は

﹁
善
意
﹂
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
善
意
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
、
善
意
で
あ
っ
て
も
重
大
な
過
失
に
よ
っ

て
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
悪
意
と
同
視
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。
民
法
上
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、例
え
ば
、譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
同
法
第
四
六
六
条
第
二
項
の
﹁
善

意
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
、
判
例
（
最
判
昭
和
四
八
年
七
月
一
九
日
民
集
二
七
巻
七
号
八
二
三
頁
）
が
、
重
大
な
過
失
が
あ
る
第
三
者
は
悪
意
の
譲

受
人
と
同
様
に
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
を
対
抗
さ
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
条
文
か
ら
必
ず
し
も

読
み
取
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
条
文
上
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　

部
会
資
料
は
法
務
省
法
制
審
議
会
の
事
務
当
局
が
準
備
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
の
記
述
の
（
補
足
説
明
）
中
に
紹
介
さ
れ
た
﹁
考
え
方
﹂

は
前
掲
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
の
﹁
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹂︻3.1.3.22

︼
に
示
さ
れ
た
考
え
方
を
指
し
て
い
る
と
み
て

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
判
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
法
規

範
を
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
法
規
範
と
パ
ラ
レ
ル
に
定
立
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
提
案
は
、
部
会
資

料
22
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
提
案
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
八
回
会
議
で
も
第
二
二
回
会
議
（
平
成
二
三
年
一
月
二
五
日
）
で
も
全

く
議
論
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
第
二
六
回
会
議
（
平
成
二
三
年
四
月
一
二
日
）
に
お
い
て
﹁
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的

な
論
点
整
理
﹂
の
部
会
決
定
が
な
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
提
案
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。

　

⑶　

相
殺
禁
止
の
意
思
表
示

　
　

民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
の
﹁
善
意
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
、
善
意
で
あ
っ
て
も
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
が
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
条
文
上
明
確
に
す
る
方
向
で
、
更
に
検
討
し
て
は
ど
う
か
。
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こ
の
﹁
中
間
的
な
論
点
整
理
﹂
に
つ
い
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
、
上
記
の
提
案
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
か
っ
た
が
、

一
つ
だ
け
、
最
高
裁
が
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
﹁
検
討
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
っ
た
が
、
民
法
に
お
け
る
善
意
の
第
三
者
保
護
制
度
全
体
の
中
で
の
位
置
付
け
や
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
つ
つ
、

主
観
的
要
件
に
関
す
る
主
張
立
証
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
も
留
意
し
た
上
で
検
討
さ
れ
た
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。﹂）
（₀
（

　

第
四
七
回
会
議
（
平
成
二
四
年
五
月
二
二
日
）
に
提
出
さ
れ
た
部
会
資
料
39
六
九
頁
に
は
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

　

⑶　

相
殺
禁
止
の
意
思
表
示

　

当
事
者
の
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
は
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
に
つ
い
て
、
そ
の
善
意

と
い
う
要
件
を
善
意
無
重
過
失
に
改
め
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
得
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

　
（
補
足
説
明
）

　

民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
は
、
当
事
者
の
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
は
﹁
善
意
﹂
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
譲
渡
禁
止
特
約
の
第
三
者
へ
の
対
抗
の
可
否
に
関
す
る
同
法
第
四
六
六
条
第
二
項
の
﹁
善
意
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
善
意
無
重

過
失
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
同
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
と
同
法
第
四
六
六
条
第
二
項
は
、
い
ず
れ
も
特
約
の
第
三
者
に
対
す
る
対

抗
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
要
件
は
整
合
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
文
は
、

同
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
に
お
け
る
善
意
と
い
う
文
言
を
善
意
無
重
過
失
を
表
す
文
言
に
改
め
る
と
い
う
考
え
方
を
取
り
上
げ
、
そ
の
是
非
を
問

う
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
法
第
四
六
六
条
第
二
項
の
﹁
善
意
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
（
部
会
資
料
37
第
1
、
１
⑵

ア
参
照
）。
本
論
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
検
討
結
果
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
補
足
説
明
に
お
い
て
、
相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
法
規
範
を
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
法
規
範
と
パ
ラ
レ
ル
に

定
立
し
よ
う
（
整
合
的
な
規
定
に
し
よ
う
）
と
い
う
意
図
は
明
確
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
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部
会
の
会
議
で
は
特
に
議
論
が
な
さ
れ
ず
、
第
七
一
回
会
議
（
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
）
に
お
い
て
、﹁
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に

関
す
る
中
間
試
案
﹂
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
中
間
試
案
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

第
23　

相
殺

　
　

1　

相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
（
民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
関
係
）

　
　
　

民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
善
意
と
い
う
要
件
を
善
意
無
重
過
失
に
改
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
概
要
）

　
　

相
殺
禁
止
の
特
約
に
関
す
る
民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
善
意
と
い
う
要
件
を
善
意
無
重
過
失
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
。
特
約
の

効
力
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
為
の
要
件
に
つ
い
て
、債
権
の
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
同
法
第
四
六
六
条
第
二
項
の
見
直
し
（
前
記
第
18
、1
参
照
）

を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
と
整
合
的
な
見
直
し
を
図
る
も
の
で
あ
る）
（（
（

。

　

こ
の
中
間
試
案
の
提
案
に
つ
い
て
、パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
手
続
に
よ
っ
て
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
大
半
が
中
間
試
案
に
賛
成
で
あ
っ
た
。

少
数
の
反
対
意
見
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る）
（₂
（

。

　

そ
の
後
、
第
七
九
回
会
議
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
九
日
）
に
提
出
さ
れ
た
部
会
資
料
69
Ａ
（
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要

綱
案
の
た
た
き
台
⑷
）
に
お
い
て
は
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
（
民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
関
係
）
に
関
す
る
規
定
が
次
の
よ
う
に
提
案
さ

れ
て
い
る
。

　
（
2
）
当
事
者
は
、
そ
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
、
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
思
表
示
は
、
悪
意
又
は

重
大
な
過
失
が
あ
る
第
三
者
に
対
し
て
、
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）
（₃
（

。
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民
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
は
、
当
事
者
が
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
の
要
件
を
充
足
し
て
い
て
も
、
相
殺
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、
そ
の
意
思
表
示
を
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
思
表
示
が
当

事
者
間
で
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
が
、
第
三
者
が
当
然
に
こ
の
意
思
表
示
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
と
、
相
殺
の
対
象
と
す
る

こ
と
を
意
図
し
て
債
権
を
譲
り
受
け
た
者
や
債
務
を
引
き
受
け
た
者
が
不
測
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
当
事
者
の
意
思
表
示
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
を
認
め
た
規
定
と
し
て
は
、
民
法
第
四
六
六
条
第
二
項
が
あ
る
。
同
項
も
、
債
権

の
譲
渡
を
禁
止
す
る
特
約
の
効
力
に
つ
い
て
、善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、こ
の
点
に
つ
い
て
、判
例
（
最

判
昭
和
四
八
年
七
月
一
九
日
民
集
二
七
巻
七
号
八
二
三
頁
）
は
、
重
大
な
過
失
は
悪
意
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
譲
渡
禁

止
特
約
の
存
在
に
つ
い
て
、
譲
受
人
が
善
意
で
あ
っ
て
も
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

し
て
お
り
、
今
般
の
改
正
で
は
、
こ
れ
を
明
文
化
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
（
中
間
試
案
第
18
、
１
⑶
）。

　

民
法
第
四
六
六
条
第
二
項
と
同
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
は
、
債
権
の
本
来
的
な
効
力
を
制
限
す
る
特
約
を
一
定
の
範
囲
で
第
三
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
で
、
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
も
、
条
文
の
規
律
内
容
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、

同
法
第
四
六
六
条
第
二
項
を
上
記
の
よ
う
に
改
正
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
も
同
様
に
改
め
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。

　

ま
た
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
第
三
者
の
主
観
に
関
す
る
主
張
立
証
責
任
を
誰
が
負
う
か
に
つ
い
て
は
、
考
え
方
が
分
か
れ
て
お

り
、
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ
い
て
の
第
三
者
（
譲
受
人
）
の
主
観
は
、
第
三
者
以
外
の
者
（
債
務
者
、
差
押

債
権
者
等
）
が
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（
大
判
明
治
三
八
年
二
月
二
八
日
民
録
一
一
輯
二
七
八
頁
）、
今
回
の
改
正
で

も
そ
の
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
（
中
間
試
案
第
18
、
１
⑶
）。
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
主
張
立
証
責
任
を
第
三
者
以

外
の
者
が
負
担
す
る
の
は
、
債
権
が
自
由
に
譲
渡
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
譲
受
人
と
し
て
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
前
提
に
債
権
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
相
殺
禁
止
の
意

思
表
示
に
つ
い
て
の
第
三
者
の
主
観
に
関
す
る
主
張
立
証
責
任
も
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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素
案
⑵
は
、
上
記
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
は
、
悪
意
又
は
無
重
過
失
の
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
た
上
で
、
第
三
者
に
特
約
を
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
債
権
者
又
は
債
務
者
が
、
第
三
者
が
悪
意
又
は
重
過
失
で
あ
る
こ
と
を
主
張
立
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
法
第
四
六
六
条
第
二
項
に
関
す
る
改
正
内
容
と
整
合
性
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
相
殺
禁
止
特
約
に
関
す
る
規
定
の
改
正
案
に
つ
い
て
、
第
七
九
回
会
議
で
も
そ
れ
以
降
の
会
議
で
も
全
く
議
論
が
な
さ
れ
ず
、
文
言

の
修
正
を
経
て
改
正
法
案
五
〇
五
条
二
項
と
な
っ
た
。

　

改
正
法
案
五
〇
五
条
は
、
一
項
は
現
行
民
法
と
文
言
が
同
じ
だ
が
、
相
殺
禁
止
特
約
に
関
す
る
二
項
の
規
定
は
、﹁
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
事
者
が
相
殺
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
第
三
者
が
こ
れ
を
知
り
、

又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
い
う
文
言
と
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
現
行
民
法
の
﹁
当
事
者
が
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
﹂
が
、﹁
当
事
者
が
相
殺
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
旨
の
意
思
表
示
を

し
た
場
合
﹂
と
修
正
さ
れ
、﹁
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。﹂
が
、
悪
意
又
は
重
過
失
の
あ
る
﹁
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
る
。﹂
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
変
更
は
、﹁
債
権
譲
渡
制
限
特
約
の
規
定
（
民
法

四
六
六
条
三
項
）
と
平
仄
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る）
（₄
（

。
ま
た
、
改
正
法
案
の
基
礎
と
な
っ
た
前
掲
﹁
要
綱
案
の
た
た

き
台
﹂
の
説
明
に
お
い
て
も
、﹁
民
法
第
四
六
六
条
第
二
項
と
同
法
第
五
〇
五
条
第
二
項
は
、
債
権
の
本
来
的
な
効
力
を
制
限
す
る
特
約
を

一
定
の
範
囲
で
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
で
、
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
民
法
四
六
六
条
二
項
と
民
法
五
〇
五
条
二
項
は
、﹁
債
権
の
本
来
的
な
効
力
を
制
限
す
る
特
約
を
一
定
の
範
囲
で
第
三
者
に
対

抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
﹂
で
趣
旨
が
同
じ
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
相
殺
禁
止
特

約
と
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
法
規
範
は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
発
展
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、
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フ
ラ
ン
ス
民
法
一
二
九
五
条
、
一
二
九
九
条
に
含
意
さ
れ
て
い
た
相
殺
の
予
め
の
放
棄
（
＝
相
殺
禁
止
特
約
）
が
旧
民
法
財
産
編
五
二
〇
条

に
お
い
て
明
文
で
規
定
さ
れ
、
現
行
民
法
五
〇
五
条
二
項
に
継
承
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
は
旧
民
法
に
お
い
て

は
規
定
さ
れ
ず
、
現
行
民
法
四
六
六
条
二
項
に
初
め
て
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
現
行
民
法
制
定
後
、
近
年
に

な
っ
て
特
約
の
効
力
を
制
限
す
る
解
釈
論
が
有
力
に
な
り）
（（
（

、
か
か
る
学
説
状
況
を
反
映
し
て
改
正
法
案
四
六
六
条
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
相
殺
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
特
約
の
効
力
を
制
限
す
る
議
論
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
、
相
殺
禁
止
特
約
を
対
抗
し
う
る
第
三

者
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
大
村
敦
志
は
、
両
者
に
関
す
る
解
釈
論
の
状
況
に
つ
い

て
、﹁
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
し
て
は
、
濫
用
的
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
そ
の
合
理
性
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
解
釈
論
と
し
て
も
、
特
約
の
有
効
性
を
制
限
す
る
方
向
が
指
向
さ
れ
て
﹂
お
り
、﹁
具
体
的
に
は
、
特
約
の
射
程
を
制
限
的
に

解
す
る
と
と
も
に
、
第
三
者
の
主
観
的
態
様
に
つ
き
、
無
過
失
や
無
重
過
失
を
要
求
す
る
見
解
を
退
け
る
主
張
が
な
さ
れ
、
一
部
に
は
場
合

に
よ
っ
て
は
善
意
す
ら
要
求
し
な
い
見
解
も
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
殺
禁
止
特
約
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
特
約
制
限
論

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
（
む
し
ろ
特
約
が
可
能
な
の
は
﹁
五
〇
五
条
を
ま
た
ず
に
法
律
行
為
の
一
般
理
論
に
よ
る
﹂
と
い
う
特
約
当
然
論
が

説
か
れ
て
い
る
）。﹂
と
説
明
す
る）
（（
（

。
ま
た
、
宮
川
不
可
止
は
、
両
者
の
目
的
や
認
知
度
が
異
な
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
相
殺

禁
止
特
約
を
設
け
る
目
的
は
、
当
事
者
間
の
便
益
を
確
保
し
、
現
実
の
支
払
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
を
設
け
る
場

合
の
よ
う
に
、
債
務
者
に
お
け
る
事
務
繁
雑
を
回
避
し
、
過
誤
払
を
回
避
し
、
相
殺
の
利
益
を
確
保
す
る
よ
う
な
目
的
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
、
債
権
の
財
産
化
・
財
産
的
性
質
を
確
保
す
る
と
い
う
公
益
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
相
殺
に
は
、
こ
の
よ
う

な
公
益
は
存
し
な
い
。
企
業
実
務
に
お
い
て
は
、
相
殺
禁
止
特
約
の
公
知
性
は
低
い
。
明
示
の
相
殺
禁
止
特
約
を
例
示
す
る
こ
と
に
は
、
多

く
の
場
合
、
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
訴
訟
で
は
、
黙
示
の
相
殺
禁
止
特
約
の
存
在
の
有
無
が
争
わ
れ

て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
預
金
債
権
を
は
じ
め
と
す
る
指
名
債
権
に
は
譲
渡
禁
止
特
約
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
て
特
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。
本
稿
に
お
い
て
既
に
検
証
し
た
よ
う
に
、
相
殺
禁
止
特
約
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
の
多
く
が
、
二
当
事
者
間
（
な
い
し

当
事
者
に
準
ず
る
者
と
の
関
係
）
に
お
い
て
相
殺
禁
止
特
約
の
成
否
・
存
否
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、
第
三
者
が
関
与
し
た
事
案
で

も
民
法
四
六
六
条
二
項
但
書
の
第
三
者
保
護
規
定
が
適
用
さ
れ
た
裁
判
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
相
殺
禁
止
特
約
の
規
定

に
つ
い
て
は
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
関
す
る
規
定
の
文
言
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
必
要
は
な
く
、
第
三
者
の
保
護
要
件
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

相
殺
と
い
う
制
度
の
本
質
・
目
的
や
禁
止
特
約
の
認
知
度
（
公
知
性
）
を
債
権
譲
渡
の
そ
れ
と
比
較
し
つ
つ
、
改
正
案
を
慎
重
に
検
討
す
べ

き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
に
お
い
て
、
事
務
局
の
提
出
し
た
資
料
に
対
し
て
全
く
議
論

が
な
さ
れ
ず
、
事
務
局
主
導
で
改
正
法
案
が
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
疑
問
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）　

潮
見
佳
男
﹃
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
法
案
の
概
要
﹄（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
五
年
）。

（
2
）　

宮
川
不
可
止
﹁
相
殺
禁
止
特
約
︱
禁
止
目
的
の
拡
大
並
び
に
特
約
の
活
用
と
立
法
に
よ
る
限
界
を
中
心
に
︱
﹂
京
都
学
園
法
学
七
五
＝
七
六
号
一
九
～
四
一
頁
。
同
﹁
相
殺

禁
止
特
約
に
つ
い
て
︱
交
互
計
算
と
の
関
係
、
譲
渡
禁
止
特
約
と
の
比
較
検
討
を
中
心
に
﹂
法
時
七
八
巻
八
号
一
一
七
～
一
二
三
頁
。

（
3
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
﹃
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
3　

法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
﹄（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）
五
六
六
頁
。

（
4
）　B

oissonade （G
.

）, P
rojet de C

ode civil pour l’em
pire du Japon accom

pagné d’un com
m

entaire, nouvelle édition, tom
e 2, Tokio, 1891, p. 739.

（
5
）　

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
編
﹃
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集
成　

後
期
一
︱
二
﹄（
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
の
﹃
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿　

再
閲
修
正

民
法
草
案
註
釈　

第
二
編
人
権
ノ
部
﹄
二
七
七
～
二
七
八
頁
。

（
6
）　B

oissonade （G
.

）, op. cit., pp. 765-766.

（
7
）　

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
・
前
掲
注
（
5
）﹃
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿　

再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈　

第
二
編
人
権
ノ
部
﹄
二
八
五
～
二
八
六
頁
。

（
8
）　

ヂ
ョ
ゼ
フ
・
ヲ
ル
シ
エ
（
光
妙
寺
三
郎
訳
）﹃
伊
太
利
王
国
民
法
﹄（
司
法
省
蔵
版
、
一
八
八
二
年
）。

（
9
）　
﹁
項
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
用
語
法
で
は
﹁
号
﹂
に
あ
た
る
。

（
10
）　

な
お
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
新
民
法
典
も
、
相
殺
の
予
め
の
放
棄
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
（
風
間
鶴
寿
訳
﹃
全
訳
イ
タ
リ
ア
民
法
典
［
追
補
版
］
︱
民
法
・

商
法
・
労
働
法
︱
﹄（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三
年
）
一
九
九
頁
に
よ
る
）。
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六
〇

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

二
六
〇
八

　
　

第
一
二
四
六
条
（
相
殺
の
行
わ
れ
な
い
場
合
）　

相
殺
は
次
の
諸
場
合
を
除
き
、
そ
の
一
方
ま
た
は
他
方
の
権
原
名
義
の
い
か
ん
に
拘
ら
ず
行
わ
れ
る
。

　
　

四　

債
務
者
か
ら
予
め
な
さ
れ
た
相
殺
放
棄
の
あ
る
場
合
。

（
11
）　

こ
の
法
律
上
当
然
主
義
に
つ
い
て
、
特
に
、
現
在
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
相
殺
の
効
果
を
享
受
す
る
た
め
に
相
殺
の
意
思
表
示
を
必
要
と
し
な
い
と
解
す
る
見
解

が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
深
谷　

格
﹃
相
殺
の
構
造
と
機
能
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
五
九
～
七
〇
頁
参
照
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
債
権
関
係
の

規
定
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
［O

rdonnance n

°2016-131 du 10 février 2016

］
に
よ
っ
て
大
幅
に
改
正
さ
れ
、
相
殺
の
法
律
上
当
然
主
義
に

も
重
要
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
改
正
前
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
検
討
の
素
材
と
し
て
お
り
、
条
文
番
号
も
改
正
前
の
も
の
で
あ
る
。

（
12
）　

日
本
民
法
四
六
八
条
一
項
（
債
権
譲
渡
の
異
議
な
き
承
諾
）
は
こ
の
規
定
に
由
来
す
る
。

（
13
）　

野
田
良
之
﹃
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
上
巻
﹄（
有
斐
閣
、一
九
五
四
年
）
六
七
四
頁
。
稲
本
洋
之
助
﹁
外
国
法
の
学
び
方
︱
フ
ラ
ン
ス
法
2
﹂
法
セ
一
九
七
四
年
一
月
号
一
五
三
頁
。

（
14
）　

F
enet （P. A

.

）, R
ecueil com

plet des travaux preparatoires du C
ode civil, 1827, t. 13, p. 163.

（
15
）　Toullier （C

. B
. M

）, L
e D

roit civil français suivant l’ ordre du C
ode, continué et com

plété par D
uvergier （J. B

.

）, t. 4, 6
e éd., P

aris, pp. 307-308.

（
16
）　D

em
olom

be （C
.

）, C
ours de C

ode N
apoléon, traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général  t. 5, P

aris, pp. 345-346.

（
17
）　D

em
olom

be （C
.

）, op. cit, p. 463.

（
18
）　D

em
olom

be （C
.

）, op. cit, pp. 463-464. 
彼
が
こ
こ
で
自
説
と
同
旨
の
裁
判
例
、
学
説
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ボ
ル
ド
ー
控
訴
院
一
八
三
一
年
三
月
七
日
判
決
、
デ

ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
エ
［D

uvergier

］、
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ー
ル
［D

elvincourt

］、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
［D

uranton

］、
オ
ー
ブ
リ
＝
ロ
ー
［A

ubry et R
au

］、
ラ
ロ
ン
ビ
エ
ー
ル

［L
arom

bière

］、
デ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
［D

esjardins

］
で
あ
る
。

（
19
）　D

em
olom

be （C
.

）, op. cit, p. 464.

（
20
）　M

arcad
é 

（V.

）, E
lém

en
s d

u
 d

roit civil fran
çais ou

 exp
lication

 m
éth

od
iqu

e d
u

 C
od

e civil accom
p

agn
ée d

e la critiqu
e d

es au
teu

rs et d
e la 

jurisprudence et suivie d’ un résum
é à la fin de chaque titre, 3

e. éd., t. 4, P
aris, 1847, p. 680. D

esjardins

（A
.

）, D
e la com

pensation et des dem
andes 

reconventionnelles dans le droit rom
ain et dans le droit français ancien et m

oderne, P
aris, 1864, pp. 452-453.A

ubry et R
au, C

ours de droit civil 

fran
çais d

’ ap
rès la m

éth
od

e d
e Z

ach
ariae,5

e. éd
., t. 4, P

aris, 1902, p
. 394. B

au
d

ry-L
acan

tin
erie 

（G
.

）, P
récis d

e d
roit civil con

ten
an

t d
an

s u
n

e 

prem
ière partie l’ exposé des principes et dans une deuxièm

e les questions de détail et les controverses, 7
e éd.,t. 2, P

aris, 1901, pp. 806-807.

（
21
）　H

uc （T.

）, C
om

m
entaire théorique et pratique du C

ode civil, t. 8, P
aris, 1895, pp. 217-218.

（
22
）　P

laniol （M
.

）, T
raité élém

entaire de droit civil conform
e au program

m
e officiel des facultés de droit, P

aris, 1900, pp. 186-187.
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四
六
一

二
六
〇
九

（
23
）　Josserand （L

.

）, C
ours de droit civil positif français  P

aris, 1933, pp. 496-497. M
azeaud （H

.

）, M
azeaud （L

.

） et M
azeaud （J.

）, L
eçons de droit civil, 

t. 2, 5
e. éd., P

aris, 1965, p. 1064. Starck （B
.

）, D
roit civil, obligations, 2. contrat et quasi-contrat, régim

e général, 2
e. éd., P

aris, 1986, p. 750. G
hestin 

（J.
）,Billiau （M

.

） et L
oiseau （G

.

）, T
raité de droit civil, le régim

e des créances et des dettes, P
aris, 2005, p. 1051.

（
24
）　M

arcadé （V.

）, op. cit., p. 680. A
ubry et R

au, op. cit., p. 394. B
audry-L

acantinerie （G
.

）, op. cit., pp. 806-807.

（
25
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
﹃
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
3　

法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
﹄（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）
五
六
六
頁
。

（
26
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
六
六
頁
。

（
27
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
六
九
頁
。

（
28
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
七
一
頁
。

（
29
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
七
一
～
五
七
二
頁
。 

（
30
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
七
二
頁
。

（
31
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
七
二
頁
。

（
32
）　

廣
中
俊
雄
編
著
﹃
民
法
修
正
案
（
前
三
編
）
の
理
由
書
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
四
八
〇
頁
。

（
33
）　

梅
謙
次
郎
﹃
民
法
要
義
巻
之
三
﹄（
和
仏
法
律
学
校
、
一
八
九
七
年
）
三
二
五
頁
。

（
34
）　

梅
謙
次
郎
﹃
民
法
原
理
（
債
権
総
則
）﹄（
和
仏
法
律
学
校
、
一
八
九
〇
年
）
七
九
二
～
七
九
五
頁
。

（
35
）　

石
田
松
之
助
編
﹃
富
井
博
士
述　

債
権
総
論　

完
﹄（
一
九
一
四
年
）
二
八
二
頁
（
富
井
政
章
﹃
債
権
総
論　

完
（
復
刻
叢
書
法
律
学
篇
38
）﹄（
信
山
社
、
一
九
九
四
年
）

に
よ
る
）。

（
36
）　

松
波
仁
一
郎
・
仁
保
亀
松
・
仁
井
田
益
太
郎
﹃
帝
国
民
法
正
解　

第
五
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一
八
九
七
年
）
六
七
九
～
六
八
一
頁
。

（
37
）　

仁
保
亀
松
﹁
民
第
二
百
五
十
七
号
問
題
﹂
法
典
質
疑
録
一
一
号
（
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
））
八
八
三
～
八
八
六
頁
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
商
法
九
九

五
条
と
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し
、
明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
商
法
（
明
治
二
三
年
法
律
三
二
号
）
九
九
五
条
で
あ
る
。
商
法
に
つ
い
て
も
民
法
と
同
様
に
施
行
の

延
期
を
求
め
る
声
が
上
が
り
、法
典
論
争
の
結
果
、施
行
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、こ
の
商
法
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
継
受
し
た
も
の
で
、破
産
法
の
規
定
を
含
ん
で
い
た
。

破
産
法
の
規
定
の
部
分
（
商
法
第
三
編
﹁
破
産
﹂）
に
つ
い
て
は
、
修
正
の
上
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
年
）
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
明
治
二
三
年
商
法
九
九
五
条

は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。﹁
一
項　

相
殺
ノ
権
利
ア
ル
債
権
者
ハ
期
限
ニ
至
ラ
サ
ル
債
務
又
ハ
金
額
未
定
ノ
債
権
ト
雖
モ
財
団
ニ
対
シ
テ
其
効
用
ヲ
致
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ

得
。
二
項　

債
権
カ
支
払
停
止
後
ニ
生
シ
又
ハ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
支
払
停
止
ヲ
知
リ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
相
殺
ヲ
許
サ
ス
。﹂
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（
38
）　

岡
松
参
太
郎
﹃
九
版　

註
釈
民
法
理
由
下
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一
八
九
九
年
）
三
二
二
～
三
二
四
頁
。

（
39
）　

石
坂
音
四
郎
﹃
日
本
民
法
債
権
編
第
五
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
一
五
年
）
一
五
七
八
～
一
五
八
〇
頁
。

（
40
）　

鳩
山
秀
夫
﹃
増
訂
改
版
日
本
債
権
法
（
総
論
）﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
）
四
五
三
頁
。

（
41
）　

田
島　

順
・
柚
木　

馨
・
伊
達
秋
雄
・
近
藤
英
吉
﹃
註
釈
日
本
民
法
（
債
権
編
総
則
）
下
巻
﹄（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
六
年
）
二
九
九
～
三
〇
〇
頁
（
田
島　

順
執
筆
）。

（
42
）　

我
妻　

栄
﹃
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
Ⅳ
）﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
三
三
〇
頁
。
但
し
、
こ
こ
で
、
相
殺
禁
止
の
意
思
表
示
が
含
ま
れ
て
い
る
例
と
し
て
、﹁
電

報
送
金
を
受
け
た
者
の
債
権
（
第
三
者
に
た
め
に
す
る
契
約
を
含
む
と
解
す
る
場
合
で
あ
る
）﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
で
割
注
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
判
民
大

正
一
一
年
度
八
三
事
件
我
妻
評
釈
は
、
大
判
大
正
一
一
年
九
月
二
七
日
民
集
一
巻
五
五
七
頁
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
判
決
は
電
報
送
金
委
託
契
約
（
後
年
、﹁
電
信
送
金

契
約
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
種
の
委
任
契
約
）
が
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
は
当
た
ら
ず
、
従
っ
て
、
受
取
人
が
受
託
銀
行
に
対
し
て
債
権
を
取
得
す
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
受
託
銀
行
が
受
取
人
に
対
し
て
有
す
る
債
権
と
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
我
妻
は
、
前
掲
評
釈
に
お
い
て
判
旨
に
反
対
し
、
電
報
送

金
委
託
契
約
が
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
を
含
ん
で
い
る
と
し
た
う
え
で
、﹁
電
報
送
金
な
る
委
任
（
第
三
者
の
為
め
に
す
る
契
約
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
も
委
託
者
と

銀
行
業
者
間
に
、
委
任
契
約
あ
る
こ
と
は
疑
は
な
い
。）
は
、
現
実
に
金
銭
を
交
付
す
る
こ
と
を
そ
の
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
銀
行
業
者
の
任
意
に
相
殺
す
る
こ
と
を

許
さ
ざ
る
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

（
43
）　

磯
村　

哲
編
﹃
注
釈
民
法
（
12
）﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
）
三
九
八
頁
（
中
井
美
雄
執
筆
）。

（
44
）　

於
保
不
二
雄
﹃
債
権
総
論
（
新
版
）﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
四
一
八
頁
。

（
45
）　

星
野
英
一
﹃
民
法
概
論
Ⅲ
（
債
権
総
論
）﹄（
良
書
普
及
会
、
一
九
七
八
年
）
二
九
五
頁
。

（
46
）　

林
良
平
（
安
永
正
昭
補
訂
）・
石
田
喜
久
夫
・
高
木
多
喜
男
﹃
債
権
総
論
［
第
三
版
］﹄（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
三
三
八
頁
。

（
47
）　

奥
田
昌
道
﹃
債
権
総
論
［
増
補
版
］﹄（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
五
七
六
頁
。

（
48
）　

前
田
達
明
﹃
口
述
債
権
総
論　

第
三
版
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
五
〇
四
頁
。

（
49
）　

中
田
裕
康
﹃
債
権
総
論　

第
三
版
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
四
〇
二
頁
。

（
50
）　

深
谷
・
前
掲
注
（
11
）
一
二
二
頁
。

（
51
）　

大
村
敦
志
﹃
基
本
民
法
Ⅲ
債
権
総
論
・
担
保
物
権
［
第
2
版
］﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
七
三
頁
。
大
村
敦
志
﹃
も
う
ひ
と
つ
の
基
本
民
法
Ⅱ
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

一
八
五
～
一
九
五
頁
。

（
52
）　

目
的
不
到
達
に
よ
る
債
権
消
滅
に
つ
い
て
は
、
磯
村
・
前
掲
注
（
43
）
一
五
～
二
九
頁
（
磯
村　

哲
執
筆
）、
奥
田
・
前
掲
注
（
47
）
四
八
三
～
四
八
六
頁
、
前
田
・
前
掲
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四
六
三

二
六
一
一

注
（
48
）
五
二
四
～
五
二
六
頁
等
を
参
照
。

（
53
）　

山
崎
良
子
﹁
判
批
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
一
号
一
二
九
頁
。

（
54
）　

西
村
健
一
郎
﹁
判
批
﹂
季
刊
労
働
法
一
一
一
号
一
一
五
～
一
一
六
頁
。
石
田
省
三
郎
﹁
判
批
﹂
労
働
判
例
二
四
一
号
一
〇
～
一
六
頁
も
参
照
。

（
55
）　

米
倉　

明
﹃
債
権
譲
渡
︱
禁
止
特
約
の
第
三
者
効
︱
﹄（
学
陽
書
房
、
一
九
七
六
年
）（
初
出
は
、
米
倉　

明
﹁
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
疑
問
﹂
北
大
法
学

論
集
二
二
巻
三
号
、二
三
巻
一
、三
号
（
一
九
七
一
年
～
一
九
七
三
年
））。
池
田
真
朗
﹁
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
再
考
﹂
法
学
研
究
七
二
巻
一
二
号
二
〇
五
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）

（
池
田
真
朗
﹃
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
四
頁
～
三
四
〇
頁
所
収
）。

（
56
）　

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
25
）
五
一
五
～
五
一
六
頁
。

（
57
）　

C
ass. civ., 6 juin 1853, D

. 1853. 1.191, S. 1853, 619.

（
58
）　

最
判
昭
和
四
八
年
七
月
一
九
日
民
集
二
七
巻
七
号
八
二
三
頁
。

（
59
）　C

ass. com
., 21 nov. 2000, D

.2001, actu. 123.

（
60
）　V

alérie A
vena-R

obardet, O
bservation, D

. 2001, actu. 123.

（
61
）　C

ass. com
., 22 oct. 2002, R

T
D

civ. 2003, 129.

（
62
）　P

ierre C
rocq, note, R

T
D

civ. 2003, 130.
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
［O

rdonnance n
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portant réform
e du droit des contrats, du régim

e général et de la preuve des obligations

］
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
民
法
一
三
二
一
条
四
項
は
、
債
権
譲
渡
に

関
し
て
、﹁
債
務
者
の
同
意
は
要
求
さ
れ
な
い
。
但
し
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
譲
渡
禁
止
特
約
が
結
ば
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。﹂
と
規
定
し
、
こ
の
判
例
法
理
を
明
文

化
し
て
い
る
。

（
63
）　

米
倉
・
前
掲
注
（
55
）
九
頁
。
池
田
・
前
掲
注
（
55
）﹃
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
﹄
三
〇
四
頁
以
下
。

（
64
）　

池
田
・
前
掲
注
（
55
）﹃
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
﹄
三
一
九
頁
。
通
説
、
判
例
（
最
判
昭
和
五
二
年
三
月
一
七
日
民
集
三
一
巻
二
号
三
〇
八
頁
）
で
あ
る
。

（
65
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
1
）
一
三
三
頁
。

（
66
）　

池
田
・
前
掲
注
（
55
）﹃
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
﹄
三
一
九
頁
。

（
67
）　

最
判
昭
和
四
八
年
七
月
一
九
日
民
集
二
七
巻
七
号
八
二
三
頁
。

（
68
）　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅲ
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
四
五
～
四
六
頁
。

（
69
）　

商
事
法
務
編
﹃
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
八
頁
。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
八
巻
七
号�

四
六
四

相
殺
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
一
考
察

二
六
一
二

（
70
）　

民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
33－

3
三
四
二
頁
（
商
事
法
務
編
﹃
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
集
第
2
集＜

第
3
巻
（
中
）＞

﹄（
商
事
法
務
、二
〇
一
三
年
）
一
八
六
頁
）。

（
71
）　

商
事
法
務
編
﹃
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
三
～
三
〇
四
頁
。

（
72
）　

民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
71－

4
（﹁
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
﹂
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
（
各
論
3
））
二
一
一
頁
。

（
73
）　

民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
69
Ａ
二
五
～
二
六
頁
。

（
74
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
1
）
一
七
五
頁
。

（
75
）　

米
倉
・
前
掲
注
（
55
）
六
〇
～
一
七
〇
頁
。
池
田
・
前
掲
注
（
55
）﹃
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
﹄
三
四
〇
～
三
八
五
頁
。

（
76
）　

大
村
・
前
掲
注
（
51
）﹃
も
う
ひ
と
つ
の
基
本
民
法
Ⅱ
﹄
一
八
六
～
一
八
七
頁
。

（
77
）　

宮
川
・
前
掲
注
（
2
）
京
都
学
園
法
学
七
五
＝
七
六
号
三
五
頁
、
法
時
七
八
巻
八
号
一
二
一
～
一
二
二
頁
。

 

︹
二
〇
一
六
年
二
月
二
五
日
脱
稿
︺




